
  
 
 
 
 

北陸地方整備局設計要領（道路編）改定 

【第１２章 交通安全施設】 
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第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 目次（13） 

現     行 改  定  案 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 章   交通安全施設 ··············································································· 12－１ 

 12－１   歩道及び自転車通行空間 ································································· 12－１ 

  12－１－１   適   用 ·········································································· 12－２ 

  12－１－２   歩道及び自転車通行空間の用語の定義 ··············································· 12－２ 

  12－１－３   歩道及び自転車通行空間整備の基本的な考え方 ······································· 12－３ 

  12－１－４   歩道の構造 ······································································· 12－５ 

  12－１－５   自転車通行空間の整備 ····························································· 12－６ 

  12－１－６   自転車通行空間の整備形態 ························································· 12－７ 

  12－１－７   歩道の防護柵 ····································································· 12－８ 

  12－１－８   横断歩道に接続する歩道の構造 ····················································· 12－８ 
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現     行 改  定  案 
 
 

 

 

  12－１－９   視覚障害者誘導用ブロック ························································· 12－18 

  12－１－10   歩行者用案内標識 ································································· 12－19 

  12－１－11   休息施設 ········································································· 12－19 

  12－１－12   照明施設 ········································································· 12－19 

 12－２   自動車乗り入れ道 ······································································· 12－20 

  12－２－１   適   用 ·········································································· 12－20 

  12－２－２   乗り入れ道の規模 ································································· 12－20 

  12－２－３   乗り入れ道の位置 ································································· 12－22 

  12－２－４   乗り入れ道の構造 ································································· 12－24 

  12－２－５   乗り入れ道の舗装 ································································· 12－32 

  12－２－６   附属施設 ········································································· 12－32 

 12－３   乗合自動車停留所 ······································································· 12－33 

  12－３－１   適   用 ·········································································· 12－33 

  12－３－２   乗合自動車停留所の設置位置 ······················································· 12－33 

  12－３－３   乗合自動車停留所の構造 ··························································· 12－33 

  12－３－４   乗合自動車停留所を設ける歩道の高さ ··············································· 12－33 

  12－３－５   乗合自動車停留所のベンチ及び上屋の設置 ··········································· 12－34 

  12－３－６   その他の附属施設 ································································· 12－34 

 12－４   路面電車停留所 ········································································· 12－34 

 12－５   自転車駐車場 ··········································································· 12－35 

 12－６   視線誘導標 ············································································· 12－36 

  12－６－１   適   用 ·········································································· 12－36 

  12－６－２   デリネーター ····································································· 12－36 

   12－６－２－１   設置区間 ··································································· 12－36 

   12－６－２－２   設置方法 ··································································· 12－37 

  12－６－３   境界反射体 ······································································· 12－37 

   12－６－３－１   設置区間 ··································································· 12－37 

  12－６－４   障害物表示反射体（灯） ··························································· 12－37 

   12－６－４－１   設置箇所 ··································································· 12－37 

   12－６－４－２   設置方法 ··································································· 12－38 

  12－６－５   線形誘導表示板 ··································································· 12－40 

   12－６－５－１   設置箇所 ··································································· 12－40 

   12－６－５－２   設置方法 ··································································· 12－40 

  12－６－６   自発光式視線誘導標 ······························································· 12－42 

   12－６－６－１   設置箇所 ··································································· 12－42 

   12－６－６－２   設置方法 ··································································· 12－42 

 12－７   道路情報板 ············································································· 12－43 

  12－７－１   構造及び規格 ····································································· 12－43 

  12－７－２   基礎の設計 ······································································· 12－43 
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 12－８   防護柵 ················································································· 12－44 

  12－８－１   適   用 ·········································································· 12－44 

  12－８－２   設置高さ ········································································· 12－44 

  12－８－３   景観への配慮 ····································································· 12－45 

  12－８－４   防護柵の構造 ····································································· 12－47 

  12－８－５   積雪ランクと雪荷重の考え方 ······················································· 12－47 

  12－８－６   中央帯の分離帯用防護柵 ··························································· 12－48 

 12－９   道路標識 ··············································································· 12－49 

  12－９－１   適      用 ······································································· 12－49 

  12－９－２   標   示   板 ····································································· 12－50 

  12－９－３   英語併用表示 ····································································· 12－50 

  12－９－４   案内標識 ········································································· 12－51 

   12－９－４－１   経路案内 ··································································· 12－51 

   12－９－４－３   距離の表示 ································································· 12－58 

   12－９－４－４   交差点部の案内 ····························································· 12－59 

   12－９－４－５   一般部（単路部）の案内 ····················································· 12－61 

  12－９－５   標識の設置位置及び設置高さ ······················································· 12－62 

  12－９－６   「道の駅」案内標識 ······························································· 12－65 

   12－９－６－１   一般道路における案内標識 ··················································· 12－65 

   12－９－６－２   高速道路等の無料区間における案内標識 ······································· 12－70 

  12－９－７   海抜表示シート ··································································· 12－72 

  12－９－８   その他附属施設等案内標識 ························································· 12－73 

 12－10   地   点   標 ··········································································· 12－81 

   12－10－１   構造、規格及び色彩 ····························································· 12－81 

 12－11   道路反射鏡 ············································································· 12－85 

   12－11－１   適   用 ········································································ 12－85 

   12－11－２   積雪への対応 ··································································· 12－85 

 12－12   道路照明 ··············································································· 12－87 

 12－13   落雪対策 ··············································································· 12－88 

 12－14   道路付属物の点検に対する配慮 ··························································· 12－90 

12－15   逆走対策 ················································································· 12－91 
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 第 12章 交通安全施設  
12－１ 歩道及び自転車通行空間 

12－１－１ 適  用 

 

 

歩道や自転車通行空間については、それぞれ独立して通行空間ネットワークを形成するとともに、歩行者、自転車、自

動車の分離を図ることが望ましい。 

 歩道の計画及び設計に当たっては、高齢者、身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し、移動の利便性及び安

全性の向上を図る歩行空間のバリアフリー化のほか、バス待ちの滞留など多様な利用形態にも考慮して検討する。なお、

『自転車は「車両」であり車道通行が原則』の考えのもと、北陸では、「自転車歩行者道」としての整備は行わないこと

を基本とするが、関係機関との協議等により整備する場合には、歩行者と自転車の輻輳により歩行者にとって危険となる

場合もあることから、舗装色の違いにより通行区分を分けるなどの歩行者への安全対策を検討する。 

 自転車通行空間の計画及び設計に当たっては、自転車利用特性、交通状況、地域における自転車ネットワーク計画の策

定状況を踏まえ、「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」の整備形態を設定する。なお、北陸では、車道と自転

車通行空間を縁石で物理的に分離する「自転車道」は、冬期の道路除雪の障害となるおそれがあるため、「自転車専用通

行帯」とすることを標準とする。 

また、自転車通行空間整備を判断する際には、以下のフロー（案）を参考とするほか、道路交通法における交通規制で

道路利用者が混乱することのないように、計画段階から、公安委員会と十分調整すること。 

 

１．歩道、自転車通行空間（自転車道、自転車専用通行帯等）の設計に適用する。 

２．本章に記載のない事項については表12.１の関係図書他によるものとする。 

表12.１ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

道路構造令の解説と運用
 

Ｈ27.６ （公社）日本道路協会 

防護柵の設置基準・同解説 Ｈ28.12 〃 

視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 Ｓ60.９ 〃 

道路照明施設設置基準・同解説 Ｈ19.10 〃 

バリアフリー歩行空間ネットワーク形成の手引き Ｈ13.１ （一財）国土技術研究センター 

増補改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン Ｈ23.８ 〃 

景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン Ｈ16.５ 〃 

歩道の一般的構造に関する基準 Ｈ17.２ 国土交通省 

ＬＥＤ 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案） Ｈ27.４ 〃 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン Ｈ28.7 国土交通省道路局・警察庁交通局 

横断歩道部のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案） Ｈ16.９ 国土交通省 北陸地方整備局 道路部 

標 準 設 計 Ｈ26.４ 国土交通省 北陸地方整備局 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

第 12章 交通安全施設 
12－１ 歩道及び自転車通行空間 

12－１－１ 適  用 

 

 

歩道や自転車通行空間については、それぞれ独立して通行空間ネットワークを形成するとともに、歩行者、自転車、自

動車の分離を図ることが望ましい。 

 歩道の計画及び設計に当たっては、高齢者、身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し、移動の利便性及び安

全性の向上を図る歩行空間のバリアフリー化のほか、バス待ちの滞留など多様な利用形態にも考慮して検討する。なお、

『自転車は「車両」であり車道通行が原則』の考えのもと、北陸では、「自転車歩行者道」としての整備は行わないこと

を基本とするが、関係機関との協議等により整備する場合には、歩行者と自転車の輻輳により歩行者にとって危険となる

場合もあることから、舗装色の違いにより通行区分を分けるなどの歩行者への安全対策を検討する。 

 自転車通行空間の計画及び設計に当たっては、自転車利用特性、交通状況、地域における自転車ネットワーク計画の策

定状況を踏まえ、「自転車道」、「自転車専用通行帯」等、「車道混在」の整備形態を設定する。なお、北陸では、車道と自

転車通行空間を縁石で物理的に分離する「自転車道」は、冬期の道路除雪の障害となるおそれがあるため、「自転車専用

通行帯」とすることを標準とする。 

また、自転車通行空間整備を判断する際には、以下のフロー（案）を参考とするほか、道路交通法における交通規制で

道路利用者が混乱することのないように、計画段階から、公安委員会と十分調整すること。 

１．歩道、自転車通行空間（自転車道、自転車専用通行帯等）の設計に適用する。 

２．本章に記載のない事項については表12.１の関係図書他によるものとする。 

表12.１ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

道路構造令の解説と運用
 

Ｒ３.３ （公社）日本道路協会 

防護柵の設置基準・同解説 ボラードの設置便覧 Ｒ３.３ 〃 

視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 Ｓ60.９ 〃 

道路照明施設設置基準・同解説 Ｈ19.10 〃 

バリアフリー歩行空間ネットワーク形成の手引き Ｈ13.１ （一財）国土技術研究センター 

増補改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン Ｈ23.８ 〃 

景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン Ｈ16.５ 〃 

改訂 平面交差の計画と設計 自転車通行を考慮した交差点設計の手引 Ｒ２.10 （一社）交通工学研究会 

歩道の一般的構造に関する基準 Ｈ17.２ 国土交通省 

ＬＥＤ 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案） Ｈ27.４ 〃 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン Ｈ28.7 国土交通省道路局・警察庁交通局 

横断歩道部のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案） Ｈ16.９ 国土交通省 北陸地方整備局 道路部 

標 準 設 計 Ｒ２.10 国土交通省 北陸地方整備局 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 
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現     行 改  定  案 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 12－１－２ 歩道及び自転車通行空間の用語の定義 

 

(1) 歩道 

道路構造令第２条第１項第１号に規定される、専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する

工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

(2) 自転車道 

道路構造令第２条第１項第２号に規定される、専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する

工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

(3) 自転車通行帯 

道路構造令第２条第１項第 15 号に規定される自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分を

いう。 

なお、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」で定義されている「自転車専用通行帯」は「自転車通行帯」と

読み替えるものとする。 

(4) 自転車歩行者道 

道路構造令第２条第１項第３号に規定される、専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他こ

れに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

自転車歩行者道において、自転車通行可とするためには、公安委員会による指定が必要である。 

なお、本章では、「自転車歩行者道」と限定した記述をしない限り、「歩道」には歩道と自転車歩行者道とが含まれるもの

とする。 

 

12－１－３ 歩道及び自転車通行空間整備の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．歩道や自転車通行空間については、それぞれ独立して通行空間ネットワークを形成するとともに、歩行者、自転車、

自動車の分離を図ることが望ましい。 

２．歩道の計画及び設計に当たっては、高齢者、身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し、移動の利便性及

び安全性の向上を図る歩行空間のバリアフリー化のほか、バス待ちの滞留など多様な利用形態にも考慮して検討す

る。 

３．自転車通行空間の計画及び設計に当たっては、自転車利用特性、交通状況、地域における自転車ネットワーク計画

の策定状況を踏まえ、「自転車道」、「自転車通行帯」等の整備形態を検討する。 

４．車道と自転車通行空間を縁石線で物理的に分離する「自転車道」の整備については、冬期の道路除雪や通行確保を

十分に考慮するものとする。 
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「12－１－５ 自転車通行空間の整備」に移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

注１：自転車ネットワーク計画の策定方法として「地域全体で一括策定の場合」と「段階的計画策定の場 

合」の２つの方法がある。 

       注２：「段階的計画策定の場合」では、優先的計画策定エリアを設定し、自転車ネットワーク整備の進展に 

応じて計画策定エリアを拡大する取り組みとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

図12.１ 道路事業の計画設計段階における自転車通行空間の整備判断フロー（案） 

【留意事項】 

①計画策定の予定がない場合は、将来において手戻がないように市町村と協議した上で整備形態を決 

定し、計画設計を行うこと。（勉強会やPIなど議論の結果を残すこと） 

②事業箇所が局所的または前後の形態と整合を図る必要がある場合は本フローの対象外とする。 

ただし、小区間整備を連続して行う事業は本フロー（案）を適用する。 

③判断が難しい場合は、本局事業担当課に相談すること。 

スタート 

事業箇所の市町村における 

自転車ネットワーク計画の有無（注１） 

事業箇所が対象エリア 

または優先的計画策定エリア（注２） 

事業箇所の市町村における 

自転車ネットワーク計画策定予定について 

市町村と協議・確認 

事業箇所が対象エリア 

または優先的計画策定エリア 

とする予定・見通しについて 

市町村と協議・確認 

ガイドラインに準じて計画・設計 関係機関と協議し計画・設計 

有 

無 

エリア内 

にある 

予定あり 

エリア内 

にない 

予定なし 

予定なし 予定あり 
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12－１－４ 歩道の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 歩道の整備にあたっては、道路構造令の規定によるとともに、歩行者の安全かつ円滑な通行の確保、自動車交通に起

因する弊害の軽減、沿道住民の居住環境の向上、良好な都市環境の形成又は公益施設の収容のために十分機能する構造

とするよう努めるものとする。 

なお、歩道の設置にあたっては、道路構造令第 11 条によるとともに、対象とする道路の種類、ネットワーク特性、沿

道の立地状況や地形等の地域特性を十分考慮し、歩道の設置の要否や幅員等の構造を決定するものとする。 

また、歩道の設置は両側を標準とするが、当該道路の交通需要や沿道状況等を勘案し、片側設置についても検討する。

１．歩道の幅員及び構造は「道路構造令の解説と運用」、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」、「歩道の一般的構造に関

する基準」等によるものとする。 

２．歩道の路面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車椅子使用者等の

安全を考慮して以下を標準とする。 

① 縦断勾配：５％以下とし、できるだけ緩くする。車椅子使用者等の積雪時の走行性に配慮すると３％以下で

整備することが望ましい。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には８％以下とする。 

② 横断勾配：雨水を地下に円滑に浸透させることができる舗装を使用することを前提とし、１％以下とする。

ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には２％以下とする。 

３．歩道には、車道もしくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下「車道等」という。）又は自転車道に接

続して連続的に縁石線を設けるものとする。また、歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合

においては、歩道と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道の車道等側に並木もしくは柵を設けるものとする。 

４．一般部における歩道の構造は、車道等との段差５cm のセミフラット形式を標準とする。なお、沿道状況等からこ

れによりがたい場合は別途考慮する。 

橋梁部における歩道の構造は、道路利用者の安全性及び橋梁前後の連続性を勘案して決定することとし、セミフ

ラット形式を標準とするが、歩車道境界に防護柵を設ける場合はマウントアップ形式とする。 

トンネル部における歩道の構造は、マウントアップ形式を標準とする。 

５．歩道幅員内には側溝等排水施設を設けず、車道路肩部に設置することが望ましい。なお、やむを得ざる理由によ

り歩道内に設置する場合には、蓋付側溝などで歩道有効幅員を確保すること。 

６．一般部における歩道の舗装構成は透水性舗装を標準とし、舗装構造の詳細は第８章 舗装による。 

なお、道路の構造、気象状況、その他の特別な状況により透水性舗装によりがたい場合は、別途検討する。 

12－１－２ 歩道の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 歩道の整備にあたっては、道路構造令の規定によるとともに、歩行者の安全かつ円滑な通行の確保、自動車交通に起

因する弊害の軽減、沿道住民の居住環境の向上、良好な都市環境の形成又は公益施設の収容のために十分機能する構造

とするよう努めるものとする。 

なお、歩道の設置にあたっては、道路構造令第 11 条によるとともに、対象とする道路の種類、ネットワーク特性、沿

道の立地状況や地形等の地域特性を十分考慮し、歩道の設置の要否や幅員等の構造を決定するものとする。 

また、歩道の設置は両側を標準とするが、当該道路の交通需要や沿道状況等を勘案し、片側設置についても検討する。

１．歩道の幅員及び構造は「道路構造令の解説と運用」、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」、「歩道の一般的構造に関

する基準」等によるものとする。 

２．歩道の路面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車椅子使用者等の

安全を考慮して以下を標準とする。 

① 縦断勾配：５％以下とし、できるだけ緩くする。車椅子使用者等の積雪時の走行性に配慮すると３％以下で

整備することが望ましい。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には８％以下とする。 

② 横断勾配：雨水を地下に円滑に浸透させることができる舗装を使用することを前提とし、１％以下とする。

ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には２％以下とする。 

３．歩道には、車道もしくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下「車道等」という。）又は自転車道に接

続して連続的に縁石線を設けるものとする。また、歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合

においては、歩道と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道の車道等側に並木もしくは柵を設けるものとする。 

４．一般部における歩道の構造は、車道等との段差５cm のセミフラット形式を標準とする。なお、沿道状況等からこ

れによりがたい場合は別途考慮する。 

橋梁部における歩道の構造は、道路利用者の安全性及び橋梁前後の連続性を勘案して決定することとし、セミフ

ラット形式を標準とするが、歩車道境界に防護柵を設ける場合はマウントアップ形式とする。 

トンネル部における歩道の構造は、マウントアップ形式を標準とする。 

５．歩道幅員内には側溝等排水施設を設けず、車道路肩部に設置することが望ましい。なお、やむを得ざる理由によ

り歩道内に設置する場合には、蓋付側溝などで歩道有効幅員を確保すること。 

６．一般部における歩道の舗装構成は透水性舗装を標準とし、舗装構造の詳細は第８章 舗装による。 

なお、道路の構造、気象状況、その他の特別な状況により透水性舗装によりがたい場合は、別途検討する。 
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12－１－３ 自転車通行空間の整備 

 

近年、特に歩行者と自転車の交通事故増加割合が著しく、自転車が歩行者の安全な通行の妨げになっている。一方で、

自転車乗用中事故も少なくなく、自転車の安全な通行が確保されているとは言えない状況であり、安全な自転車走行空間

の不足や自転車利用者のマナーの悪さ等が、その一因であると考えられる。 

このような状況の中、歩行者及び自転車の安全性の向上を図るべく、①自転車の歩道通行可能要件の明確化、②児童、

幼児の乗車用ヘルメット着用努力義務の導入の自転車通行ルールを明記した道路交通法が平成19年 6月に改正（平成20

年 6月施行）された。また、平成19年７月には、国土交通省道路局長及び警察庁交通局長より、全国の道路管理者及び都

道府県警察に対して、自転車通行ルールの広報啓発のほか、自転車走行環境の整備を推進するための取組の実施について

通知が発出された。 

更に、平成28年 7月には「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が策定され、同年7月 29日付で「安全で

快適な自転車利用環境の創出に向けた取組の推進について」（国北整道管第30号北陸地方整備局通知）及び「安全で快適

な自転車利用環境創出ガイドラインの改訂について」（国北整道管第31号道路部長通知）を発出したところである。 

このように、道路空間における自転車利用環境整備の必要性は急速に高まってきており、自転車の利用方法を含め、道

路管理者と自治体、公安委員会で調整を図りながら、その対策を行うことが必要となっている。 

自転車通行空間の整備に当たっては「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（平成28年7月 国土交通省 

道路局 警察庁 交通局）に準拠して検討する。 

12－１－５ 自転車通行空間の整備 

 

自転車通行空間整備を判断する際には、図 12.３を参考とするほか、道路交通法における交通規制で道路利用者が混乱すること

のないように、計画段階から公安委員会と十分調整すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

注１：自転車ネットワーク計画の策定方法として「地域全体で一括策定の場合」と「段階的計画策定の場合」

の２つの方法がある。 

注２：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」において、「段階的計画策定の場合」では、優先的

計画策定エリアを設定し、自転車ネットワーク整備の進展に応じて計画策定エリアを拡大する取り組

みとなっている。 

 

図12.３ 道路事業の計画設計段階における自転車通行空間の整備判断フロー（案） 

自転車通行空間の整備に当たっては「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（平成28年7月 国土交通省 

道路局 警察庁 交通局）、「12－１－６ 自転車通行空間の整備形態」に準拠して検討する。 

スタート 

事業箇所の市町村における 

自転車ネットワーク計画の有無（注１） 

事業箇所が対象エリア 

または優先的計画策定エリア（注２） 

事業箇所の市町村における 

自転車ネットワーク計画策定予定について 

市町村と協議・確認 

事業箇所が対象エリア 

または優先的計画策定エリア 

とする予定・見通しについて 

市町村と協議・確認 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド

ライン」、「12－１－６ 自転車通行空間の整備

形態」に準じて計画・設計 

関係機関と協議し計画・設計 

有 

無 

エリア内 

にある 

予定あり 

エリア内 

にない 

予定なし 

予定なし 予定あり 
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12－１－５  横断歩道に接続する歩道の構造 

 

 

１．歩道の巻き込み部における歩道と車道とのすりつけ部及び横断歩道接続箇所における歩道と車道とのすりつけ部

については「横断歩道部のユニバーサルデザインガイドライン（案）」に基づき次の構造を標準とする。 

(1) すりつけ区間の縦断勾配 

すりつけ区間の縦断勾配は、車椅子使用者等の安全な通行を考慮して５％以下とし、できるだけ緩くする。積雪時

等の走行性に配慮すると３％以下で整備することが望ましい。 

ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除

き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には８％以下とする。 

(2) すりつけ区間の横断勾配 

すりつけ区間においては、歩道の雨水は縦断勾配により排水されることから、横断勾配は付さないものとする。た

だし、地形の状況その他やむを得ない場合はこの限りではない。 

(3) 平坦部分 

横断歩道接続箇所には、車椅子使用者が回転できるよう、すりつけ区間と段差との間に1.5ｍ以上の平坦部分を設

けるものとする。ただし、地形の状況その他やむを得ない場合はこの限りではない。 

(4) 縁石の構造 

歩道の横断歩道接続箇所に設置する縁石は、次の構造を標準とする。 

① 車道との段差 

横断歩道に接続する歩道の縁端の段差は、視覚障害者、車椅子使用者、高齢者等による行動特性を考慮した上

で２cmを標準とする。 

② 縁石天端形状 

縁石の天端形状は、車椅子使用者が乗り越えやすいよう水平とし、縁石の角は半径３cm 程度の丸みを設ける

ものとする。 

③ 縁石の設置向き 

視覚障害者は、縁石に対して直角方向に歩き出すという特性に配慮し、極力横断歩道の方向に対して直角方

向に縁石を設置することを基本とする。ただし、地形の状況その他やむを得ない場合はこの限りではない。 

(5) 排水施設の構造 

① 横断歩道接続箇所の両脇には集水桝を設置するものとし、横断歩道内には原則として集水桝は設けないもの

とする。 

② 横断歩道接続箇所における排水施設の勾配は、極力水平な構造とする。やむを得ず勾配を付す場合において 

も２％以下とすることが望ましい。 

(6) 積雪寒冷地における配慮 

横断歩道接続箇所において、除雪による安全かつ円滑な通行の確保が困難な箇所には、消融雪施設を整備するこ

とが望ましい。 

２．横断歩道における中央帯の分離帯は、車道と同一高さとする。ただし、歩行者及び自転車の横断の安全を確保する

ために中央帯の分離帯で滞留させる必要がある場合には、その段差は２㎝とする。 

３．歩道の巻き込み部又は交差点の歩道屈曲部においては、自動車の乗り上げを防止するために、主要道路の車道に面

して、可能な限りボラード等もしくは低木の植え込みを設置する、又は縁石を高くする等、必要な措置を講じるよう

配慮する。 

４．車道等とのすりつけによって歩道と民地との高低差が生じ、歩行者の通行に支障をきたす場合には、当該歩道にお

ける民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。 

５．横断歩道接続箇所におけるすりつけ区間と車両乗り入れ部において設けられる縦断勾配のすりつけ区間の間隔が

短い場合又は将来の沿道の状況により短くなることが想定される場合にあっては、車椅子使用者等の通行に支障を

きたす恐れがあることから、排水施設の設置、交通安全対策、民地側とのすりつけ等を勘案し、歩道面を一定区間に

おいて切り下げる等、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

６．自動車交通量の少ない横断歩道には、歩道のすりつけ区間を解消するためにスムース横断歩道を採用することが

できる。なお、設置の際は交差道路側の道路管理者等との協議すること。 

12－１－８  横断歩道に接続する歩道の構造 

 

 

１．歩道の巻き込み部における歩道と車道とのすりつけ部及び横断歩道接続箇所における歩道と車道とのすりつけ部

については「横断歩道部のユニバーサルデザインガイドライン（案）」に基づき次の構造を標準とする。 

(1) すりつけ区間の縦断勾配 

すりつけ区間の縦断勾配は、車椅子使用者等の安全な通行を考慮して５％以下とし、できるだけ緩くする。積雪時

等の走行性に配慮すると３％以下で整備することが望ましい。 

ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除

き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には８％以下とする。 

(2) すりつけ区間の横断勾配 

すりつけ区間においては、歩道の雨水は縦断勾配により排水されることから、横断勾配は付さないものとする。た

だし、地形の状況その他やむを得ない場合はこの限りではない。 

(3) 平坦部分 

横断歩道接続箇所には、車椅子使用者が回転できるよう、すりつけ区間と段差との間に1.5ｍ以上の平坦部分を設

けるものとする。ただし、地形の状況その他やむを得ない場合はこの限りではない。 

(4) 縁石の構造 

歩道の横断歩道接続箇所に設置する縁石は、次の構造を標準とする。 

① 車道との段差 

横断歩道に接続する歩道の縁端の段差は、視覚障害者、車椅子使用者、高齢者等による行動特性を考慮した上

で２cmを標準とする。 

② 縁石天端形状 

縁石の天端形状は、車椅子使用者が乗り越えやすいよう水平とし、縁石の角は半径３cm 程度の丸みを設ける

ものとする。 

③ 縁石の設置向き 

視覚障害者は、縁石に対して直角方向に歩き出すという特性に配慮し、極力横断歩道の方向に対して直角方

向に縁石を設置することを基本とする。ただし、地形の状況その他やむを得ない場合はこの限りではない。 

(5) 排水施設の構造 

① 横断歩道接続箇所の両脇には集水桝を設置するものとし、横断歩道内には原則として集水桝は設けないもの

とする。 

② 横断歩道接続箇所における排水施設の勾配は、極力水平な構造とする。やむを得ず勾配を付す場合において 

も２％以下とすることが望ましい。 

(6) 積雪寒冷地における配慮 

横断歩道接続箇所において、除雪による安全かつ円滑な通行の確保が困難な箇所には、消融雪施設を整備するこ

とが望ましい。 

２．横断歩道における中央帯の分離帯は、車道と同一高さとする。ただし、歩行者及び自転車の横断の安全を確保する

ために中央帯の分離帯で滞留させる必要がある場合には、その段差は２㎝とする。 

３．歩道の巻き込み部又は交差点の歩道屈曲部においては、自動車の乗り上げを防止するために、主要道路の車道に面

して、可能な限りボラード等もしくは低木の植え込みを設置する、又は縁石を高くする等、必要な措置を講じるよう

配慮する。 

４．車道等とのすりつけによって歩道と民地との高低差が生じ、歩行者の通行に支障をきたす場合には、当該歩道にお

ける民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。 

５．横断歩道接続箇所におけるすりつけ区間と車両乗り入れ部において設けられる縦断勾配のすりつけ区間の間隔が

短い場合又は将来の沿道の状況により短くなることが想定される場合にあっては、車椅子使用者等の通行に支障を

きたす恐れがあることから、排水施設の設置、交通安全対策、民地側とのすりつけ等を勘案し、歩道面を一定区間に

おいて切り下げる等、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

６．自動車交通量の少ない横断歩道には、歩道のすりつけ区間を解消するためにスムース横断歩道を採用することが

できる。なお、設置の際は交差道路側の道路管理者等との協議すること。 
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(2) 横断歩道上の誘導施設の設置 

横断歩道上において、視覚障害者が進行方向を誤らないよう、音響式信号機や誘導ブロック等の誘導施設を設置してい

る事例がある。 

ここでは、横断歩道上に誘導ブロックを設置する際の留意事項について記載する。 

① 横断歩道上に設置する誘導ブロックは、車道上であることから自動車運転者に停止線や横断歩道と間違わないよう

無色（横断歩道と同色）とする。 

② 車道交通への影響を考慮し、突起をなるべく小さくする。その際、視覚障害者が認識できるよう２列幅（W=60cm）

にて設置することが望ましい。 

③ 横断歩道上を歩行していることが分かるよう、一般歩道用の視覚障害者誘導用ブロックと材質、突起の大きさは異

なったものとする。ただし、突起の大きさについては、視覚障害者、公安委員会、道路管理者と十分な協議の上決定

することが望ましい。 

④ 車道上に設置することから、冬期の除雪作業等により突起の摩耗が予想されるため、維持管理を十分に行う必要が

ある。 

⑤ 横断歩道上に誘導ブロックを設置する場合は、設置方法、設置者について公安委員会と十分協議を行うものとする。

 

12－１－７  歩行者用案内標識 

 

 

12－１－８  休息施設 

 

 

12－１－９  照明施設 

 

１．沿道の状況により必要であると認められる場合は、歩道に照明施設を連続して設けるものとする。ただし、他の施

設により夜間における当該歩道の照度が十分に確保される場合においてはこの限りでない。 

２．設置方法は「道路照明施設設置基準・同解説」、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「ＬＥＤ 道路・トンネ

ル照明導入ガイドライン（案）」によるものとする。 

１．沿道の状況により必要であると認められる場合は、歩道に適当な間隔で、ベンチ及びその上屋を設けるものとす

る。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合、その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいてはこの限りでない。 

２．設置方法は「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」によるものとする。 

１．交差点、駅前広場、その他の移動の方向を示す必要のある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢

者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設、その他の施設及びエ

レベーター、その他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。 

２．歩行者用案内標識の設置は「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」によるものとする。 

３．その他、観光地周辺において観光情報の案内標識を設置する必要のある場合は「観光活性化標識ガイドライン 平成17

年６月 国土交通省」等の既往のガイドライン等を踏まえ、自治体と協議・調整して一体的な取り組みで進めること。 

(2) 横断歩道上の誘導施設の設置 

横断歩道上において、視覚障害者が進行方向を誤らないよう、音響式信号機や誘導ブロック等の誘導施設を設置してい

る事例がある。 

ここでは、横断歩道上に誘導ブロックを設置する際の留意事項について記載する。 

① 横断歩道上に設置する誘導ブロックは、車道上であることから自動車運転者に停止線や横断歩道と間違わないよう

無色（横断歩道と同色）とする。 

② 車道交通への影響を考慮し、突起をなるべく小さくする。その際、視覚障害者が認識できるよう２列幅（W=60cm）

にて設置することが望ましい。 

③ 横断歩道上を歩行していることが分かるよう、一般歩道用の視覚障害者誘導用ブロックと材質、突起の大きさは異

なったものとする。ただし、突起の大きさについては、視覚障害者、公安委員会、道路管理者と十分な協議の上決定

することが望ましい。 

④ 車道上に設置することから、冬期の除雪作業等により突起の摩耗が予想されるため、維持管理を十分に行う必要が

ある。 

⑤ 横断歩道上に誘導ブロックを設置する場合は、設置方法、設置者について公安委員会と十分協議を行うものとする。

 

12－１－10  歩行者用案内標識 

 

 

12－１－11  休息施設 

 

 

12－１－12  照明施設 

 

１．沿道の状況により必要であると認められる場合は、歩道に照明施設を連続して設けるものとする。ただし、他の施

設により夜間における当該歩道の照度が十分に確保される場合においてはこの限りでない。 

２．設置方法は「道路照明施設設置基準・同解説」、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「ＬＥＤ 道路・トンネ

ル照明導入ガイドライン（案）」によるものとする。 

１．沿道の状況により必要であると認められる場合は、歩道に適当な間隔で、ベンチ及びその上屋を設けるものとす

る。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合、その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいてはこの限りでない。 

２．設置方法は「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」によるものとする。 

１．交差点、駅前広場、その他の移動の方向を示す必要のある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢

者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設、その他の施設及びエ

レベーター、その他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。 

２．歩行者用案内標識の設置は「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」によるものとする。 

３．その他、観光地周辺において観光情報の案内標識を設置する必要のある場合は「観光活性化標識ガイドライン 平成17

年６月 国土交通省」等の既往のガイドライン等を踏まえ、自治体と協議・調整して一体的な取り組みで進めること。 
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 12－２ 自動車乗り入れ道 

12－２－１ 適  用 

 

 

12－２－２ 乗り入れ道の規模 

 

 

１．乗り入れ箇所数は、原則として設置対象施設について１箇所とし、出入口を分離する必要のある施設等特別の

事情のある場合及び特に大型の貨物自動車の出入りする場合は２箇所までとする。 

２．乗り入れは、原則として車道に対して直角に設けるものとする。ただし、乗り入れを２箇所設ける場合で、出

入口の分離等の関係で斜め横断が適当な場合は、交差角45°までとする。 

３．隣接する乗り入れとの離隔距離は、原則として歩車道境界側で２ｍ以上とし、隣接土地の境界からは１ｍ以上

とする。また、設置対象施設に２箇所の乗り入れを設置する場合の当該乗り入れ間の離隔距離は、民地側で５ｍ

以上とする。 

４．乗り入れの規格は表12.５のとおりとする。 

表12.５ 自動車乗り入れ道の規格            （単位：ｍ） 

種別 対   象   車   種 
Ａ   型 Ｂ   型 

最大幅 隅切り 最大幅 隅切り 

Ⅰ種 乗用、小型貨物自動車（2.0t積以下） ４ １   

Ⅱ種 普通貨物自動車(6.5t 積未満) ８ １ ７ R1=３, R2=１ 

Ⅲ種 大型貨物自動車（6.5t以上） 12 １ ８ R1=３, R2=１ 

（注）① Ａ型は車道に対し直角の場合であり、Ｂ型は斜による平面型式の場合である。 

② 出入りする車種の最大の物を適用する。 

③ 車種は、いずれも単車による軌跡図により定めたものであり、トレーラー又は特 

 殊な車両が出入りする箇所は別途考慮する。 

④ 乗り入れ幅の数値は、Ａ型、Ｂ型いずれも乗り入れ方向に直角方向の長さとする。 

⑤ 隅切りは原則として設置しない。ただし、路肩が１ｍ以内の場合は車両の軌跡と 

乗り入れ幅を考慮し、隅切りを設置できるものとする。 

⑥ 乗り入れ幅は車両の出入りと歩道の歩行性に支障の無い範囲で縮小することが 

できる。ただし、その最小幅は２ｍとする。 

自動車乗り入れ道の設計は本章によるものとするが、記述のない事項については表 12.４の関係図書他によるもの

とする。 

表12.４ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

歩道の一般的構造に関する基準 Ｈ17.２ 国土交通省 

道路の移動等円滑化整備ガイドライン Ｈ23.８ （一財）国土技術研究センター 

標 準 設 計 Ｈ20.４ 国土交通省 北陸地方整備局 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

12－２ 自動車乗り入れ道 

12－２－１ 適  用 

 

 

12－２－２ 乗り入れ道の規模 

 

 

１．乗り入れ箇所数は、原則として設置対象施設について１箇所とし、出入口を分離する必要のある施設等特別の

事情のある場合及び特に大型の貨物自動車の出入りする場合は２箇所までとする。 

２．乗り入れは、原則として車道に対して直角に設けるものとする。ただし、乗り入れを２箇所設ける場合で、出

入口の分離等の関係で斜め横断が適当な場合は、交差角45°までとする。 

３．隣接する乗り入れとの離隔距離は、原則として歩車道境界側で２ｍ以上とし、隣接土地の境界からは１ｍ以上

とする。また、設置対象施設に２箇所の乗り入れを設置する場合の当該乗り入れ間の離隔距離は、民地側で５ｍ

以上とする。 

４．乗り入れの規格は表12.６のとおりとする。 

表12.６ 自動車乗り入れ道の規格            （単位：ｍ） 

種別 対   象   車   種 
Ａ   型 Ｂ   型 

最大幅 隅切り 最大幅 隅切り 

Ⅰ種 乗用、小型貨物自動車（2.0t積以下） ４ １   

Ⅱ種 普通貨物自動車(6.5t 積未満) ８ １ ７ R1=３, R2=１ 

Ⅲ種 大型貨物自動車（6.5t以上） 12 １ ８ R1=３, R2=１ 

（注）① Ａ型は車道に対し直角の場合であり、Ｂ型は斜による平面型式の場合である。 

② 出入りする車種の最大の物を適用する。 

③ 車種は、いずれも単車による軌跡図により定めたものであり、トレーラー又は特 

 殊な車両が出入りする箇所は別途考慮する。 

④ 乗り入れ幅の数値は、Ａ型、Ｂ型いずれも乗り入れ方向に直角方向の長さとする。 

⑤ 隅切りは原則として設置しない。ただし、路肩が１ｍ以内の場合は車両の軌跡と 

乗り入れ幅を考慮し、隅切りを設置できるものとする。 

⑥ 乗り入れ幅は車両の出入りと歩道の歩行性に支障の無い範囲で縮小することが 

できる。ただし、その最小幅は２ｍとする。 

自動車乗り入れ道の設計は本章によるものとするが、記述のない事項については表 12.５の関係図書他によるもの

とする。 

表12.５ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

歩道の一般的構造に関する基準 Ｈ17.２ 国土交通省 

増補改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン Ｈ23.８ （一財）国土技術研究センター 

標 準 設 計 Ｒ２.10 国土交通省 北陸地方整備局 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 
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12－２－４  乗り入れ道の構造  

 

(1) 乗り入れ構造図の例を図12.26に示す。 

なお、歩道の形式はセミフラット形式を基本とするが、既設の歩道においてやむを得ない理由により当面の間セミフ

ラット化が図れない場合の対応として、マウントアップ形式、フラット形式の場合の例を併記する。 

(2) マウントアップ形式で歩道面の切り下げを行う場合は、車椅子使用者等の安全な通行を考慮して、原則として２ｍ以

上の平坦部分を連続して確保する。ただし、歩道の幅員が狭く、やむを得ない場合には１ｍ以上の平坦部分を確保す

る。 

 

１．平坦部分の確保 

歩道面には、車椅子使用者等の安全な通行を考慮して、原則として２ｍ以上の平坦部分（一般部の横断勾配と

同一とする部分）を連続して設けるものとする。 

ただし、歩道の幅員が狭く、やむを得ない場合には１ｍ以上の平坦部分を設けるものとする。 

また、当該平坦部分には、道路標識その他の路上施設又は電柱その他の道路占用物件は、原則として設けない

ものとし、さらに、平坦部分には排水側溝を含めないことが望ましい。 

２．歩車道境界の段差 

歩車道境界の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して５㎝を標準とする。 

３．その他留意事項 

(1) 排水施設 

歩道面が低いために強雨時に水の溜る恐れが生ずる箇所では、雨水桝を追加する等、排水に十分配慮するものとす

る。 

(2) 交通安全対策 

車両乗り入れ部から車両乗り入れ部以外の歩道への車両の進入を防止し、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保

するために、必要に応じ柵等の施設により交通安全対策を実施するよう配慮するものとする。 

(3) 歩道と民地とのすりつけ 

車道とのすりつけによって歩道と民地との高低差が生じ、歩行者の通行に支障をきたす場合には、当該歩道に

おける民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。 

12－２－４  乗り入れ道の構造  

 

(1) 乗り入れ構造図の例を図12.27に示す。 

なお、歩道の形式はセミフラット形式を基本とするが、既設の歩道においてやむを得ない理由により当面の間セミフ

ラット化が図れない場合の対応として、マウントアップ形式、フラット形式の場合の例を併記する。 

(2) マウントアップ形式で歩道面の切り下げを行う場合は、車椅子使用者等の安全な通行を考慮して、原則として２ｍ以

上の平坦部分を連続して確保する。ただし、歩道の幅員が狭く、やむを得ない場合には１ｍ以上の平坦部分を確保す

る。 

１．平坦部分の確保 

歩道面には、車椅子使用者等の安全な通行を考慮して、原則として２ｍ以上の平坦部分（一般部の横断勾配と

同一とする部分）を連続して設けるものとする。 

ただし、歩道の幅員が狭く、やむを得ない場合には１ｍ以上の平坦部分を設けるものとする。 

また、当該平坦部分には、道路標識その他の路上施設又は電柱その他の道路占用物件は、原則として設けない

ものとし、さらに、平坦部分には排水側溝を含めないことが望ましい。 

２．歩車道境界の段差 

歩車道境界の段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して５㎝を標準とする。 

３．その他留意事項 

(1) 排水施設 

歩道面が低いために強雨時に水の溜る恐れが生ずる箇所では、雨水桝を追加する等、排水に十分配慮するものとす

る。 

(2) 交通安全対策 

車両乗り入れ部から車両乗り入れ部以外の歩道への車両の進入を防止し、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保

するために、必要に応じ柵等の施設により交通安全対策を実施するよう配慮するものとする。 

(3) 歩道と民地とのすりつけ 

車道とのすりつけによって歩道と民地との高低差が生じ、歩行者の通行に支障をきたす場合には、当該歩道に

おける民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。 
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12－２－５ 乗り入れ道の舗装 

 

乗り入れ道の舗装を不透水性舗装とする場合においても一般部が浸透性舗装を採用し横断勾配を１％以下としている場合は、

その横断勾配に合わせるものとする。 

 

12－２－６ 附属施設 

自動車乗り入れ道の出願は、道路法第24条で処理するものとする。 

道路交通法第17条第１項は「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなら

ない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するため、やむを得ない場合においては、歩道を横断することができる。」旨

規定しているが、歩道は歩行者等の通行に供することを目的とした構造であって、通常自動車が車庫等の施設に出入する

ための構造となっていないので、自動車が歩道を横断する場合は、道路管理上その通路部分の構造補強をする必要がある。 

したがって、この通路部分の構造補強工事をする場合は、当然道路管理者の承認を必要とするもので、道路工事施工承

認申請書に工事設計書、位置図、平面図、横断図及び乗り入れ部詳細図を添付して提出させることとする。 

乗り入れ道の構造は、図12.26に示す乗り入れ構造図を標準とする。 

なお、道路管理者の行う工事で乗り入れを施工する場合の費用分担は「乗り入れ（道路法 24 条申請）審査基準及び解

説」（「道路関係事務必携」参照）による。 

１．乗り入れ箇所の側溝又は水路は、次に示す事項に留意して設置するものとする。 

① 乗り入れ箇所に設置する側溝及び蓋は、乗り入れ対象車種の横断に対応した構造とし、グレーチング蓋

を使用する場合は、固定式とする。 

② 民地側に消雪パイプ等を設置し、民地から官地へ大量に水が流れ出る恐れがある場合は、民地内での排

水処理を基本とする。 

やむを得ず道路側溝に流す場合は、その構造について別途協議すること。 

③ 歩道の民地側に側溝のあるマウントアップの歩道を切り下げて乗り入れを施工する場合は、側溝の断面が

減少するので、水路の用途（農業用用排水、流雪溝等）を考慮の上側溝の形状を決定すること。 

２．乗り入れ以外の場所から自動車が出入りできる場合は、官地側に縁石等を設置する。 

ただし、やむを得ない場合は民地側に設置してもよい。 

３．乗り入れ箇所に防護柵がある場合は、必要に応じて乗り入れ端部にも防護柵を設置する。 

４．Ⅱ種、Ⅲ種の乗り入れを設置する場合は、民地からの土砂等により歩道や車道を汚損しないための舗装を 

 ５ｍ程度行う。 

Ⅰ種乗り入れについては、舗装又は砕石による汚損防止を行う。 

乗り入れ道の舗装構成は第８章 舗装による。 

12－２－５ 乗り入れ道の舗装 

 

乗り入れ道の舗装を不透水性舗装とする場合においても一般部が浸透性舗装を採用し横断勾配を１％以下としている場合は、

その横断勾配に合わせるものとする。 

 

12－２－６ 附属施設 

自動車乗り入れ道の出願は、道路法第24条で処理するものとする。 

道路交通法第17条第１項は「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなら

ない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するため、やむを得ない場合においては、歩道を横断することができる。」旨

規定しているが、歩道は歩行者等の通行に供することを目的とした構造であって、通常自動車が車庫等の施設に出入する

ための構造となっていないので、自動車が歩道を横断する場合は、道路管理上その通路部分の構造補強をする必要がある。 

したがって、この通路部分の構造補強工事をする場合は、当然道路管理者の承認を必要とするもので、道路工事施工承

認申請書に工事設計書、位置図、平面図、横断図及び乗り入れ部詳細図を添付して提出させることとする。 

乗り入れ道の構造は、図12.27に示す乗り入れ構造図を標準とする。 

なお、道路管理者の行う工事で乗り入れを施工する場合の費用分担は「乗り入れ（道路法 24 条申請）審査基準及び解

説」（「道路関係事務必携」参照）による。 

１．乗り入れ箇所の側溝又は水路は、次に示す事項に留意して設置するものとする。 

① 乗り入れ箇所に設置する側溝及び蓋は、乗り入れ対象車種の横断に対応した構造とし、グレーチング蓋

を使用する場合は、固定式とする。 

② 民地側に消雪パイプ等を設置し、民地から官地へ大量に水が流れ出る恐れがある場合は、民地内での排

水処理を基本とする。 

やむを得ず道路側溝に流す場合は、その構造について別途協議すること。 

③ 歩道の民地側に側溝のあるマウントアップの歩道を切り下げて乗り入れを施工する場合は、側溝の断面が

減少するので、水路の用途（農業用用排水、流雪溝等）を考慮の上側溝の形状を決定すること。 

２．乗り入れ以外の場所から自動車が出入りできる場合は、官地側に縁石等を設置する。 

ただし、やむを得ない場合は民地側に設置してもよい。 

３．乗り入れ箇所に防護柵がある場合は、必要に応じて乗り入れ端部にも防護柵を設置する。 

４．Ⅱ種、Ⅲ種の乗り入れを設置する場合は、民地からの土砂等により歩道や車道を汚損しないための舗装を 

 ５ｍ程度行う。 

Ⅰ種乗り入れについては、舗装又は砕石による汚損防止を行う。 

乗り入れ道の舗装構成は第８章 舗装による。 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-32 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-33 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 

   

12－３－５ 乗合自動車停留所のベンチ及び上屋の設置 

 

当面の上屋整備要件は、以下に掲げる要件に合致し、設置後の維持管理に協力が得られる箇所とする。 

① 乗降客の多いバス停 

② 病院、学校、福祉施設等の公共施設に関連して利用されるバス停 

③ 交通結節的な機能を有するバス停 

④ 老人ホーム等の施設に近傍するバス停 

⑤ 小学校の統廃合等による通学専用のバス停 

⑥ 特に風雨、風雪が厳しく、上屋（囲いを含む。）の整備が必要なバス停（屋根だけで囲いが無いバス停を含む。） 

⑦ その他、特に上屋の設置が必要なバス停 

 

12－３－６ その他の附属施設 

 

 

12－４ 路面電車停留所 

 

 

路面電車停留所の設計は表12.７の関係図書他によるものとする。 

表12.７ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

道路構造令の解説と運用 Ｈ27.６ （公社）日本道路協会 

道路の移動等円滑化整備ガイドライン
 

Ｈ23.８ （一財）国土技術研究センター 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

１．乗合自動車停留所においては、視覚障害者が乗降位置を認識できるよう必要であると認められる箇所に、視覚障害

者誘導用ブロックを設置するものとする。 

２．乗合自動車停留所には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を

設けるものとする。 

３．乗合自動車停留所においては、行き先やバスの接近状況等の運行情報を音声及び文字により案内するとともに、弱

視者に配慮した表示とすることが望ましい。

 

乗合自動車停留所には、必要に応じてベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設

が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においてはこの限りでない。 

12－３－５ 乗合自動車停留所のベンチ及び上屋の設置 

 

当面の上屋整備要件は、以下に掲げる要件に合致し、設置後の維持管理に協力が得られる箇所とする。 

① 乗降客の多いバス停 

② 病院、学校、福祉施設等の公共施設に関連して利用されるバス停 

③ 交通結節的な機能を有するバス停 

④ 老人ホーム等の施設に近傍するバス停 

⑤ 小学校の統廃合等による通学専用のバス停 

⑥ 特に風雨、風雪が厳しく、上屋（囲いを含む。）の整備が必要なバス停（屋根だけで囲いが無いバス停を含む。） 

⑦ その他、特に上屋の設置が必要なバス停 

 

12－３－６ その他の附属施設 

 

 

12－４ 路面電車停留所 

 

 

路面電車停留所の設計は表12.８の関係図書他によるものとする。 

表12.８ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

道路構造令の解説と運用 Ｒ３.３ （公社）日本道路協会 

増補改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン
 

Ｈ23.８ （一財）国土技術研究センター 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

１．乗合自動車停留所においては、視覚障害者が乗降位置を認識できるよう必要であると認められる箇所に、視覚障害

者誘導用ブロックを設置するものとする。 

２．乗合自動車停留所には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を

設けるものとする。 

３．乗合自動車停留所においては、行き先やバスの接近状況等の運行情報を音声及び文字により案内するとともに、弱

視者に配慮した表示とすることが望ましい。

 

乗合自動車停留所には、必要に応じてベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設

が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においてはこの限りでない。 
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現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 12－５ 自転車駐車場 

 

自転車駐車場の設置位置は、当該箇所の交通（歩行者、自転車、自動車等）の安全と円滑に支障がなく、かつ平坦である

等、安全な駐車ができる位置に設けることが不可欠である。事前に設置しようとする位置を管轄する公安委員会と協議した

上で、地域のニーズ等を勘案し、設置位置を決定する。特に、歩道上に設置する際には、バリアフリーの確保や自転車走行

空間の確保に配慮する。 

 

道路上に設置する平面式の自転車駐車場の設計は表12.８の関係図書他によるものとする。 

表12.８ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

路上自転車・自動二輪車等駐車場設計指針・同解説 Ｈ19.１ （公社）日本道路協会 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

12－５ 自転車駐車場 

 

自転車駐車場の設置位置は、当該箇所の交通（歩行者、自転車、自動車等）の安全と円滑に支障がなく、かつ平坦である

等、安全な駐車ができる位置に設けることが不可欠である。事前に設置しようとする位置を管轄する公安委員会と協議した

上で、地域のニーズ等を勘案し、設置位置を決定する。特に、歩道上に設置する際には、バリアフリーの確保や自転車走行

空間の確保に配慮する。 

道路上に設置する平面式の自転車駐車場の設計は表12.９の関係図書他によるものとする。 

表12.９ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

路上自転車・自動二輪車等駐車場設計指針・同解説 Ｈ19.１ （公社）日本道路協会 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 
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12－６ 視線誘導標 

12－６－１ 適  用 

 

視線誘導標とは、車道の側方に沿って進路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う施設をいう。 

視線誘導標にはデリネ―ター（スノーポール兼用）、境界反射体、障害物表示反射体（灯）、線形誘導表示板、視線誘導

灯、防塵視線誘導標、三眼視線誘導標、その他これに類するものがある。 

 

12－６－２ デリネーター 

12－６－２－１ 設置区間 

 

(1) 車の前照灯を減光したときの確認可能距離は40ｍと規定されており、この距離で制動停止できるのは速度40㎞/ｈであ

る。従って、速度50㎞/ｈ以上の場合の制動距離（55ｍ）を勘案して設計速度50㎞/ｈ以上の区間とした。 

(2) 設計速度が低い区間であっても、車線数、車道幅員の変化、急カーブ付近等では道路構造の変化を確認させ、円滑な

交通を保ち、事故防止を図るため、デリネーターは必要となる。 

(3) スノーポールの機能は、除雪作業として道路の構造及び路側構造物の位置確認のために必要であり、継続的に設置す

る。 

デリネーターは、下記に留意して設置する。 

１．設計速度が50㎞/ｈ以上の区間 

２．車線数や車道幅員が変化する区間 

３．急カーブ及び急カーブに接続する区間 

４．除雪作業上必要な区間 

５．除雪、地吹雪により視認性が著しく低下する区間 

６．その他、交通安全対策上必要と思われる区間 

１．視線誘導標の設計は本章によるものとするが、記述のない事項については表 12.９の関係図書他によるものとす

る。 

２．視線誘導標の構造については「標準設計（北陸地方整備局）」によるものとする。 

表12.９ 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

視線誘導標設置基準・同解説
 

Ｓ59.10 （公社）日本道路協会 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

12－６ 視線誘導標 

12－６－１ 適  用 

 

視線誘導標とは、車道の側方に沿って進路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う施設をいう。 

視線誘導標にはデリネ―ター（スノーポール兼用）、境界反射体、障害物表示反射体（灯）、線形誘導表示板、視線誘導

灯、防塵視線誘導標、三眼視線誘導標、その他これに類するものがある。 

 

12－６－２ デリネーター 

12－６－２－１ 設置区間 

 

(1) 車の前照灯を減光したときの確認可能距離は40ｍと規定されており、この距離で制動停止できるのは速度40㎞/ｈであ

る。従って、速度50㎞/ｈ以上の場合の制動距離（55ｍ）を勘案して設計速度50㎞/ｈ以上の区間とした。 

(2) 設計速度が低い区間であっても、車線数、車道幅員の変化、急カーブ付近等では道路構造の変化を確認させ、円滑な

交通を保ち、事故防止を図るため、デリネーターは必要となる。 

(3) スノーポールの機能は、除雪作業として道路の構造及び路側構造物の位置確認のために必要であり、継続的に設置す

る。 

デリネーターは、下記に留意して設置する。 

１．設計速度が50㎞/ｈ以上の区間 

２．車線数や車道幅員が変化する区間 

３．急カーブ及び急カーブに接続する区間 

４．除雪作業上必要な区間 

５．除雪、地吹雪により視認性が著しく低下する区間 

６．その他、交通安全対策上必要と思われる区間 

１．視線誘導標の設計は本章によるものとするが、記述のない事項については表 12.10 の関係図書他によるものとす

る。 

２．視線誘導標の構造については「標準設計（北陸地方整備局）」によるものとする。 

表12.10 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

視線誘導標設置基準・同解説
 

Ｓ59.10 （公社）日本道路協会 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 
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 12－６－２－２ 設置方法 

 

(1) 中央帯の分離帯のある４車線以上の道路では、中央帯の分離帯側にも設置することが望ましい。また、２車線道路等

で比較的狭い幅員の道路にあたっては、両面反射器の設置により右側路側のデリネーターからも反射され、道路の屈曲

を全幅で視認でき、より効果を高めることができる。 

(2) 反射鏡の数は、１～２個のタイプがあるが、冬期においても走行車両の速度の高い道路では２個のタイプが望まし

く、反射体の大きさはφ70㎜～100㎜が一般的である。最近の傾向として、より安全性を考慮してφ100㎜の使用が多

い。 

(3) スノーポールは、設置箇所の積雪深や雪堤高等に応じて、長さ及び支柱径を「標準設計（北陸地方整備局）」より選択

する。ただし積雪深等が1.8ｍを超える場所においては、単柱式の中から選択する。 

 

12－６－３ 境界反射体 

12－６－３－１ 設置区間 

 

 

12－６－４ 障害物表示反射体（灯） 

12－６－４－１ 設置箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害物表示反射体には、大型デリネーター、曲面誘導標、衝突緩和標等があり、これらの使用にあたっては道路の状況

や設置効果等を考慮し設置する。 

境界反射体は、歩車道境界、中央帯の分離帯、擁壁等が設置されている箇所で、車の安全走行のためにそれらの存

在を連続的に示す必要のある区間に設置する。 

１．デリネーターの設置場所は左側路肩を原則とし、必要に応じて中央帯の分離帯及び右側路肩等にも設置するもの

とする。 

２．デリネーターの反射体の色、個数及び大きさは「標準設計（北陸地方整備局）」による。 

３．デリネーターの設置間隔は「標準設計（北陸地方整備局）」による。 

４．デリネーターの設置位置は、車道の建築限界の外側間近に設置する。 

５．反射体の設置高さは、路面上90㎝を標準とする。 

６．スノーポールの型式及び長さは、設置箇所の状況を勘案して適切に設置するものとする。 

障害物表示反射体（灯）は、下記に留意して設置する。 

１．障害物表示反射灯 

  道路の分岐部や中央帯の分離帯、橋脚等、路上もしくは路側に障害物があり、車輌の衝突の恐れがある箇所に設

置する。 

２．障害物表示反射体 

  路上もしくは路側に障害物があっても、道路あるいは道路交通状況等により障害物表示反射灯まで必要のない場

合は、障害物表示反射体を設置するものとする。また、必要に応じて障害物表示反射灯と併用設置する。 

12－６－２－２ 設置方法 

 

(1) 中央帯の分離帯のある４車線以上の道路では、中央帯の分離帯側にも設置することが望ましい。また、２車線道路等

で比較的狭い幅員の道路にあたっては、両面反射器の設置により右側路側のデリネーターからも反射され、道路の屈曲

を全幅で視認でき、より効果を高めることができる。 

(2) 反射鏡の数は、１～２個のタイプがあるが、冬期においても走行車両の速度の高い道路では２個のタイプが望まし

く、反射体の大きさはφ70㎜～100㎜が一般的である。最近の傾向として、より安全性を考慮してφ100㎜の使用が多

い。 

(3) スノーポールは、設置箇所の積雪深や雪堤高等に応じて、長さ及び支柱径を「標準設計（北陸地方整備局）」より選択

する。ただし積雪深等が1.8ｍを超える場所においては、単柱式の中から選択する。 

 

12－６－３ 境界反射体 

12－６－３－１ 設置区間 

 

 

12－６－４ 障害物表示反射体（灯） 

12－６－４－１ 設置箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害物表示反射体には、大型デリネーター、曲面誘導標、衝突緩和標等があり、これらの使用にあたっては道路の状況

や設置効果等を考慮し設置する。 

境界反射体は、歩車道境界、中央帯の分離帯、擁壁等が設置されている箇所で、車の安全走行のためにそれらの存

在を連続的に示す必要のある区間に設置する。 

１．デリネーターの設置場所は左側路肩を原則とし、必要に応じて中央帯の分離帯及び右側路肩等にも設置するもの

とする。 

２．デリネーターの反射体の色、個数及び大きさは「標準設計（北陸地方整備局）」による。 

３．デリネーターの設置間隔は「標準設計（北陸地方整備局）」による。 

４．デリネーターの設置位置は、車道の建築限界の外側間近に設置する。 

５．反射体の設置高さは、路面上90㎝を標準とする。 

６．スノーポールの型式及び長さは、設置箇所の状況を勘案して適切に設置するものとする。 

障害物表示反射体（灯）は、下記に留意して設置する。 

１．障害物表示反射灯 

  道路の分岐部や中央帯の分離帯、橋脚等、路上もしくは路側に障害物があり、車輌の衝突の恐れがある箇所に設

置する。 

２．障害物表示反射体 

  路上もしくは路側に障害物があっても、道路あるいは道路交通状況等により障害物表示反射灯まで必要のない場

合は、障害物表示反射体を設置するものとする。また、必要に応じて障害物表示反射灯と併用設置する。 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-37 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 

   



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-38 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-39 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 

   



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-40 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-41 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 

   

表12.12 支柱及び基礎寸法例（設置高1.8ｍ、2.5ｍ） 

型式 板寸法（ｍ） 
支柱 基礎コンクリート 

径（㎜） 長さ（ｍ） 一般部（ｍ） 法肩部（ｍ） 

Ａ－１ 
縦×横 

0.40×0.22 
60.5φ×2.8 

2.70×1本 

（3.40×1本） 

□0.5×0.50 

（0.60） 

□0.5×0.70 

（0.80） 

Ａ－２ 0.75×0.60 76.3φ×3.2 
3.05×1本 

（3.75×1本） 

□0.5×0.90 

（1.00） 

□0.5×1.10 

（1.20） 

Ａ－３ 0.75×1.20 89.1φ×3.2 
3.05×1本 

（3.75×1本） 

□0.5×1.10 

（1.20） 

□0.5×1.30 

（1.40） 

Ａ－４ 0.75×2.40 89.1φ×3.2 
3.05×２本 

（3.75×２本） 

□0.5×1.10 

（1.20） 

□0.5×1.30 

（1.40） 

(注) ① ( )内数字は設置高2.50ｍの場合を示す。 

② 支柱の基礎コンクリートへの根入は0.50ｍを標準とする。 

③ 設置高が2.50ｍを超える場合と標示板を２段に設置する場合は、別途検討するものとする。 

 

12－６－６ 自発光式視線誘導標 

12－６－６－１ 設置箇所 

 

12－６－６－２ 設置方法 

自発光式視線誘導標は、以下に示す箇所に設置するものとする。 

１． 除雪や地吹雪等で視程障害の起こる箇所 

２． 中央帯の分離帯、交通島等必要と認められる箇所 

３． 過去に交通事故が多発している箇所 

１． 設置間隔 

(1) 設計区間は「視線誘導標設置基準・同解説」に準拠するものとする。 

(2) 風雪の強い所では、別途検討する。 

(3) 中央帯の分離帯、交通島等に設置する場合はその端部に設置する。 

２． 設置高さ 

(1) 図12.31ケース１（ａ）の場合の１段目の高さは「視線誘導標設置基準・同解説」による。 

(2) 図12.31ケース１（ｂ）又はケース２における設置高さは５年再現最大積雪深及び二次堆雪高（積雪ランク）を勘

案し、設置場所に応じて表12.13により設置高さを決定する。 

(3) 車道上に設置する場合は、積雪ランクに関わらず5.0ｍ以上を確保する。なお、積雪ランクについては標準設計「耐

雪型防護柵事務所別・路線別積雪ランク表」に準じる。 

３． 視線誘導標の構造 

(1) 図12.31ケース１（ｂ）の２段目及びケース２の下端から90㎝以上の支柱はスノーポールと同様に表面の白色ペ

イント地に赤色の反射シート又は赤色塗料を使用したゼブラ模様とし、視認性の向上を図る。 

(2) 型式として太陽電池を標準とするが、商用電池式を選定する場合には経済性、立地条件等を考慮して決定する。 

(3) 発光体の色は、走行車線の左側は黄色、ランプノーズ等の先端、走行車線右側の中央帯の分離帯、交通島等は赤色

を原則とする。 

表12.13 支柱及び基礎寸法例（設置高1.8ｍ、2.5ｍ） 

型式 板寸法（ｍ） 
支柱 基礎コンクリート 

径（㎜） 長さ（ｍ） 一般部（ｍ） 法肩部（ｍ） 

Ａ－１ 
縦×横 

0.40×0.22 
60.5φ×2.8 

2.70×1本 

（3.40×1本） 

□0.5×0.50 

（0.60） 

□0.5×0.70 

（0.80） 

Ａ－２ 0.75×0.60 76.3φ×3.2 
3.05×1本 

（3.75×1本） 

□0.5×0.90 

（1.00） 

□0.5×1.10 

（1.20） 

Ａ－３ 0.75×1.20 89.1φ×3.2 
3.05×1本 

（3.75×1本） 

□0.5×1.10 

（1.20） 

□0.5×1.30 

（1.40） 

Ａ－４ 0.75×2.40 89.1φ×3.2 
3.05×２本 

（3.75×２本） 

□0.5×1.10 

（1.20） 

□0.5×1.30 

（1.40） 

(注) ① ( )内数字は設置高2.50ｍの場合を示す。 

② 支柱の基礎コンクリートへの根入は0.50ｍを標準とする。 

③ 設置高が2.50ｍを超える場合と標示板を２段に設置する場合は、別途検討するものとする。 

 

12－６－６ 自発光式視線誘導標 

12－６－６－１ 設置箇所 

 

12－６－６－２ 設置方法 

自発光式視線誘導標は、以下に示す箇所に設置するものとする。 

１． 除雪や地吹雪等で視程障害の起こる箇所 

２． 中央帯の分離帯、交通島等必要と認められる箇所 

３． 過去に交通事故が多発している箇所 

１． 設置間隔 

(1) 設計区間は「視線誘導標設置基準・同解説」に準拠するものとする。 

(2) 風雪の強い所では、別途検討する。 

(3) 中央帯の分離帯、交通島等に設置する場合はその端部に設置する。 

２． 設置高さ 

(1) 図12.32ケース１（ａ）の場合の１段目の高さは「視線誘導標設置基準・同解説」による。 

(2) 図12.32ケース１（ｂ）又はケース２における設置高さは５年再現最大積雪深及び二次堆雪高（積雪ランク）を勘

案し、設置場所に応じて表12.14により設置高さを決定する。 

(3) 車道上に設置する場合は、積雪ランクに関わらず5.0ｍ以上を確保する。なお、積雪ランクについては標準設計「耐

雪型防護柵事務所別・路線別積雪ランク表」に準じる。 

３． 視線誘導標の構造 

(1) 図12.32ケース１（ｂ）の２段目及びケース２の下端から90㎝以上の支柱はスノーポールと同様に表面の白色ペ

イント地に赤色の反射シート又は赤色塗料を使用したゼブラ模様とし、視認性の向上を図る。 

(2) 型式として太陽電池を標準とするが、商用電池式を選定する場合には経済性、立地条件等を考慮して決定する。 

(3) 発光体の色は、走行車線の左側は黄色、ランプノーズ等の先端、走行車線右側の中央帯の分離帯、交通島等は赤色

を原則とする。 
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12－８－３  景観への配慮 

 

(1) 車両用防護柵は、透過型（ケーブル形式、パイプ形式）を標準とし、道路構造、周辺状況を勘案し、形式を選定す

る。 

ただし、以下のような展望性や周辺空間との分断に対する必要性が低い箇所に設置する場合は、レール形式等、不透

過型でもよい。 

① 中央帯の分離帯に設置する場合 

② 遮音壁等の構造物の前面に設置する場合 

③ 橋台等を防護するために部分的に設置する場合 

④ その他 

(2) 歩車道境界に車両用防護柵を設置する場合は、人にやさしいパイプ形式を標準とする。 

なお、歩車道境界への防護柵の設置は、代替施設（縁石や駒止め、植樹帯等）の検討等、景観への配慮に十分留意す

る。 

(3) 色彩については「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」において表12.15に示す４色が提示されている。 

北陸地方整備局管内においては表12.16に示す「北陸地方整備局管内における防護柵マスタープラン（区分の考え

方）」及び各県が策定している「景観に配慮した防護柵マスタープラン」を基に、色彩を検討するものとする。 

１． 防護柵の設置については代替策も含め防護柵の必要性を十分に検討する。 

２． 設置、更新する防護柵は、景観に配慮した構造、色彩を採用する。 

３． 橋梁に設置する防護柵の構造、色彩は別途検討する。 

12－８－３  景観への配慮 

 

(1) 車両用防護柵は、透過型（ケーブル形式、パイプ形式）を標準とし、道路構造、周辺状況を勘案し、形式を選定す

る。 

ただし、以下のような展望性や周辺空間との分断に対する必要性が低い箇所に設置する場合は、レール形式等、不透

過型でもよい。 

① 中央帯の分離帯に設置する場合 

② 遮音壁等の構造物の前面に設置する場合 

③ 橋台等を防護するために部分的に設置する場合 

④ その他 

(2) 歩車道境界に車両用防護柵を設置する場合は、人にやさしいパイプ形式を標準とする。 

なお、歩車道境界への防護柵の設置は、代替施設（縁石や駒止め、植樹帯等）の検討等、景観への配慮に十分留意す

る。 

(3) 色彩については「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」において表12.16に示す４色が提示されている。 

北陸地方整備局管内においては表12.17に示す「北陸地方整備局管内における防護柵マスタープラン（区分の考え

方）」及び各県自治体が策定している「景観に配慮した防護柵マスタープラン」景観に関する計画を基に、色彩を検討す

るものとする。 

 

１． 防護柵の設置については代替策も含め防護柵の必要性を十分に検討する。 

２． 設置、更新する防護柵は、景観に配慮した構造、色彩を採用する。 

３． 橋梁に設置する防護柵の構造、色彩は別途検討する。 
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 12－８－４ 防護柵の構造 

 

 北陸地方は全域に渡って積雪地域であり、冬期道路交通は機械除雪により確保しているのが通例である。除雪した雪は

路側に堆積させることから、防護柵の変形あるいは破壊は、この堆雪荷重により起こることが多い。 

このため、北陸地方における防護柵は耐雪を考慮する必要がある。 

 

12－８－５ 積雪ランクと雪荷重の考え方 

 

「防護柵の設置基準・同解説」では堆雪の平均密度を0.40t/ｍ３で設計しているが、本章では0.45t/ｍ３としている。こ

れは、当地域における堆雪実験結果をもとに定めた値である。 

「防護柵の設置基準・同解説」では５年再現最大積雪深に対応した積雪ランクを定めており、このランク別に防護柵の

構造諸元を規定している。 

しかし、これは堆雪の平均密度 0.40t/ｍ３のときの値であり、北陸地方においてこの規定を適用させるために、本章で

は平均密度0.45t/ｍ３との比で５年再現最大積雪を補正している。 

 

表12.18 積雪ランクの考え方 

 

 

防護柵の設置基準・同解説 北陸地方整備局管内 

積雪ランク ５年再現最大積雪深 積雪ランク ５年再現最大積雪深 

１ １ｍ以下 １ １ｍ以下 

２ １ｍ超え２ｍ以下 

３ １ｍ超え2.5ｍ以下 

３ ２ｍ超え３ｍ以下 

４ ３ｍ超え４ｍ以下 ４ 2.5ｍ超え3.5ｍ以下 

５ ４ｍ超え５ｍ以下 ５ 3.5ｍ超え4.5ｍ以下 

積雪ランクは５年再現最大積雪深に応じ、下表の４ランクとする。 

表12.17 積雪ランク 

積雪ランク ５年再現最大積雪深 

１ １ｍ以下 

３ １ｍを超え2.5ｍ以下 

４ 2.5ｍを超え3.5ｍ以下 

５ 3.5ｍを超え4.5ｍ以下 

なお、荷重の算定は下記により行うものとする。 

① 除雪した雪が防護柵上に堆雪することを前提に設計するものとし、堆雪の平均密度は0.45 t/ｍ３とする。 

② 堆雪高は最小で２ｍ（積雪ランク１の無対策地域を除く。）とし、５年再現最大積雪深が２ｍを超える地域

は５年再現最大積雪深を堆雪高と考える。 

北陸地方における防護柵は、耐雪型を原則とする。 

12－８－４ 防護柵の構造 

 

 北陸地方は全域に渡って積雪地域であり、冬期道路交通は機械除雪により確保しているのが通例である。除雪した雪は

路側に堆積させることから、防護柵の変形あるいは破壊は、この堆雪荷重により起こることが多い。 

このため、北陸地方における防護柵は耐雪を考慮する必要がある。 

 

12－８－５ 積雪ランクと雪荷重の考え方 

 

「防護柵の設置基準・同解説」では堆雪の平均密度を0.40t/ｍ３で設計しているが、本章では0.45t/ｍ３としている。こ

れは、当地域における堆雪実験結果をもとに定めた値である。 

「防護柵の設置基準・同解説」では５年再現最大積雪深に対応した積雪ランクを定めており、このランク別に防護柵の

構造諸元を規定している。 

しかし、これは堆雪の平均密度 0.40t/ｍ３のときの値であり、北陸地方においてこの規定を適用させるために、本章で

は平均密度0.45t/ｍ３との比で５年再現最大積雪を補正している。 

 

表12.19 積雪ランクの考え方 

 

 

 

防護柵の設置基準・同解説 北陸地方整備局管内 

積雪ランク ５年再現最大積雪深 積雪ランク ５年再現最大積雪深 

１ １ｍ以下 １ １ｍ以下 

２ １ｍ超え２ｍ以下 

３ １ｍ超え 2.5ｍ以下 

３ ２ｍ超え３ｍ以下 

４ ３ｍ超え４ｍ以下 ４ 2.5ｍ超え3.5ｍ以下 

５ ４ｍ超え５ｍ以下 ５ 3.5ｍ超え4.5ｍ以下 

積雪ランクは５年再現最大積雪深に応じ、下表の４ランクとする。 

表12.18 積雪ランク 

積雪ランク ５年再現最大積雪深 

１ １ｍ以下 

３ １ｍを超え2.5ｍ以下 

４ 2.5ｍを超え3.5ｍ以下 

５ 3.5ｍを超え4.5ｍ以下 

なお、荷重の算定は下記により行うものとする。 

① 除雪した雪が防護柵上に堆雪することを前提に設計するものとし、堆雪の平均密度は0.45 t/ｍ３とする。 

② 堆雪高は最小で２ｍ（積雪ランク１の無対策地域を除く。）とし、５年再現最大積雪深が２ｍを超える地域

は５年再現最大積雪深を堆雪高と考える。 

北陸地方における防護柵は、耐雪型を原則とする。 
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12－９ 道路標識 

12－９－１ 適    用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 標識令について 

道路標識は｢道路標識、区画線及び道路標示に関する命令｣（昭和35年 12月 17日総理府建設省令第３号、以下｢標識

令｣という。）を遵守して施行するものとする。 

標識令は｢道路標識設置基準・同解説（昭和62年１月）｣以降、逐次改正が行われており、常に最新版を確認する必

要がある。 

 (2) 標識の種類と道路管理者の施行区分 

1) 道路標識は次のように分類される。 

                    案内標識 

道路標識      本標識          警戒標識 

                    規制標識 

                    指示標識 

    補助標識 

2) このうち、道路管理者が設置するものは次のとおりである。 

   ・ 案内標識 

   ・ 警戒標識 

   ・ 規制標識のうち、「危険物積載車両通行禁止｣「重量制限」「高さ制限」「最大幅」及び「自動車専用」を表示す

るもの  

(3) 高速自動車国道及び自動車専用道路等に設置する標識 

高速自動車国道及び自動車専用道路等、アクセスコントロールされた道路に設置する標識は、本章の他、「設計要領 

第五集 交通管理施設編 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社」を参考に設

置するものとする。 

１．設計は本章によるものとするが、記述のない事項については表12.19の関係図書他によるものとする。 

２．標識の種類は「案内」「警戒」「規制」「指示」の本標識４種類と補助標識とし、設置者の区分に従って設置するも

のとする。 

３．標識の構造については、「標準設計(北陸地方整備局)」によるものとする。 

４．歩道に設置する案内標識は 12－１－７ 歩行者用案内標識によるものとする。 

表12.19 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

道路標識設置基準・同解説
 

Ｓ62.１ （公社）日本道路協会 

道路標識設置基準 Ｈ27.3 国土交通省 

案内標識の表示地名に関する基準（案） Ｈ17.8 〃 

海抜表示シート設置方針（案） Ｈ26.2 〃 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 

12－９ 道路標識 

12－９－１ 適    用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 標識令について 

道路標識は｢道路標識、区画線及び道路標示に関する命令｣（昭和35年 12月 17日総理府建設省令第３号、以下｢標識

令｣という。）を遵守して施行するものとする。 

標識令は｢道路標識設置基準・同解説（昭和62年１月）｣以降、逐次改正が行われており、常に最新版を確認する必

要がある。 

 (2) 標識の種類と道路管理者の施行区分 

1) 道路標識は次のように分類される。 

                    案内標識 

道路標識      本標識          警戒標識 

                    規制標識 

                    指示標識 

    補助標識 

2) このうち、道路管理者が設置するものは次のとおりである。 

   ・ 案内標識 

   ・ 警戒標識 

   ・ 規制標識のうち、「危険物積載車両通行禁止｣「重量制限」「高さ制限」「最大幅」及び「自動車専用」を表示す

るもの  

(3) 高速自動車国道及び自動車専用道路等に設置する標識 

高速自動車国道及び自動車専用道路等、アクセスコントロールされた道路に設置する標識は、本章の他、「設計要領 

第五集 交通管理施設編 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社」を参考に設

置するものとする。 

１．設計は本章によるものとするが、記述のない事項については表12.20の関係図書他によるものとする。 

２．標識の種類は「案内」「警戒」「規制」「指示」の本標識４種類と補助標識とし、設置者の区分に従って設置するも

のとする。 

３．標識の構造については、「標準設計(北陸地方整備局)」、「道路標識構造便覧（公社）日本道路協会」によるものと

する。 

４．歩道に設置する案内標識は 12－１－７ 歩行者用案内標識によるものとする。 

表12.20 関  係  図  書 

関 係 図 書
 

発行年月 発     行 

道路標識設置基準・同解説
 

Ｒ２.６ （公社）日本道路協会 

道路標識構造便覧 Ｒ２.６ 〃 

道路標識設置基準 Ｒ元.10 国土交通省 

案内標識の表示地名に関する基準（案） Ｈ17.8 〃 

海抜表示シート設置方針（案） Ｈ26.2 〃 

（注） 使用にあたっては最新版を使用するものとする。 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-50 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 12－９－２ 標  示  板 

「道路標識設置基準・同解説」では、案内標識の文字の基本寸法を設計速度によって30､20､10cm としている。 

北陸地方整備局管内の文字の基準値については、冬期気象による視距の悪さ、ほとんどのバイパス計画が片側２車線以

上になっていること、片側の１車線の現道についても路線、地域ごとの文字の大きさを一定にすることが望ましいこと等

から30cmを標準とする。 

 なお、「道路標識設置基準・同解説」では、案内標識の反射材料として「封入レンズ型反射シート」より反射性能の良い「カ

プセルレンズ型反射シート」が紹介されている。これらの他、夜間における道路標識の視認性向上を図る超高輝度の「広角プリ

ズム型」もあり、事故対策等の観点で導入事例もあることから、案内標識の新設、更新に当たっては、反射シートの材料につい

ても留意すること。          

 

12－９－３  英語併用表示 

 

新設標識については設置時に英語併用表示とし、既設標識については標識板の更新時等に順次英語併用表示するものと

する。 

標識板の大きさ、文字等の大きさは、下記を標準とする。 

１．漢字の大きさ 

30cm を標準とする。ただし、30cm 以上の文字も使用できるものとする。 

２．英語の大きさ 

大文字：漢字の大きさの１/２ 

小文字：英語の大文字の３/４程度 

３．ルートマークの大きさ（案内標識に記載のもの） 

大文字の1.35倍 

案内標識には、標識令及び「道路の案内標識の英語による表示に関する告示」（平成26年国土交通省告示第372号）」

に基づき、英語併用表示を行うものとする。 

12－９－２ 標  示  板 

「道路標識設置基準・同解説」では、案内標識の文字の基本寸法を設計速度によって30､20､10cm としている。 

北陸地方整備局管内の文字の基準値については、冬期気象による視距の悪さ、ほとんどのバイパス計画が片側２車線以

上になっていること、片側の１車線の現道についても路線、地域ごとの文字の大きさを一定にすることが望ましいこと等

から30cmを標準とする。 

 なお、「道路標識設置基準・同解説」では、案内標識の反射材料として「封入レンズ型反射シート」より反射性能の良い「カ

プセルレンズ型反射シート」が紹介されている。これらの他、夜間における道路標識の視認性向上を図る超高輝度の「広角プリ

ズム型」もあり、事故対策等の観点で導入事例もあることから、案内標識の新設、更新に当たっては、反射シートの材料につい

ても留意すること。          

 

12－９－３  英語併用表示 

 

新設標識については設置時に英語併用表示とし、既設標識については標識板の更新時等に順次英語併用表示するものと

する。 

標識板の大きさ、文字等の大きさは、下記を標準とする。 

１．漢字の大きさ 

30cm を標準とする。ただし、30cm 以上の文字も使用できるものとする。 

２．英語の大きさ 

大文字：漢字の大きさの１/２ 

小文字：英語の大文字の３/４程度 

３．ルートマークの大きさ（案内標識に記載のもの） 

大文字の1.35倍 

案内標識には、標識令及び「道路の案内標識の英語による表示に関する告示」（平成26年国土交通省告示第372号）」

に基づき、英語併用表示を行うものとする。 
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現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 

   

12－９－４ 案内標識 

12－９－４－１ 経路案内 

(1) 目標地及び標示距離等の具体化は、北陸ブロック道路標識適正化委員会県部会が中心となって、道路管理者間で協議

して決めること。 

(2) 目標地の階層化は、表12.21を参考に決めること。 

  なお、重要地、主要地については、「案内標識の表示地名に関する基準（案）」別表を参照すること。 

 

表12.21 目標地の階層化 

種  類 基                    準 

 1) 基準地 〇 県庁所在地 

 2) 重要地 

① 県庁所在地 

② 政令指定市 

③ 地方生活圏の中心都市（一地方生活圏で一つ） 

④ 主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する市 

⑤ 地方生活圏の設定されていない地域にあっては、③に準ずる

都市 

⑥ 市町村合併後の新市の名称として使用されていない旧市名の

うち、①から⑤に準ずるもので、かつ字名等として残ってい

るもの 

 3) 主要地 

① 二次生活圏の中心市、町 

② 主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する町 

③ 主要幹線道路と幹線道路、幹線道路と幹線道路が相互に交差

する結節点を有する市町村 

④ 高速自動車道のインターチェンジ、空港、主要な港湾、鉄道

の主要駅等を有する市町村 

⑤ 大規模な工業団地、流通団地等を有する市町村または施設名 

⑥ 市町村合併後の新市町村の名称として使用されていない旧市

町村名のうち、①から⑤に準ずるもので、かつ字名等として残

っているもの 

⑦ その他、著名な史跡、名勝地等 

 4) 一般地 
① 重要地、主要地以外の市町村 

② その他、沿道の著名な地名 

 5) 著名地点 

① 一団地として整備された工業団地や流通団地等 

② 公共施設（道路、公共交通施設を含む） 

③ 自然公園法で定められた自然公園 

④ 名勝や天然記念物、その他著名な海岸、山、湖沼等の地形 

⑤ 文化財に指定されている建造物 

⑥ 温泉 

 

 

 

案内標識は、行先地名や距離、路線番号、道路の名称、その他必要な地点や施設を表示し、交通を円滑かつ速やかに

目的地へ到達させることを目的とする。そのため、目標地及び標示距離の選定は、基本的に以下に留意するものとする。 

１． 路線案内に用いる地名等の選定は、「基準地」「重要地」「主要地」「一般地」に階層化し、その路線に応じた目標を 

選定する。 

２．案内標識相互の連続性を図るとともに、現在位置の確認に資するよう配慮する。 

12－９－４ 案内標識 

12－９－４－１ 経路案内 

(1) 目標地及び標示距離等の具体化は、北陸ブロック道路標識適正化委員会県部会が中心となって、道路管理者間で協議

して決めること。 

(2) 目標地の階層化は、表12.20を参考に決めること。 

  なお、重要地、主要地については、「案内標識の表示地名に関する基準（案）」別表を参照すること。 

 

表12.20 目標地の階層化 

種  類 基                    準 

 1) 基準地 〇 県庁所在地 

 2) 重要地 

① 県庁所在地 

② 政令指定市 

③ 地方生活圏の中心都市（一地方生活圏で一つ） 

④ 主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する市 

⑤ 地方生活圏の設定されていない地域にあっては、③に準ずる

都市 

⑥ 市町村合併後の新市の名称として使用されていない旧市名の

うち、①から⑤に準ずるもので、かつ字名等として残ってい

るもの 

 3) 主要地 

① 二次生活圏の中心市、町 

② 主要幹線道路が相互に交差する結節点を有する町 

③ 主要幹線道路と幹線道路、幹線道路と幹線道路が相互に交差

する結節点を有する市町村 

④ 高速自動車道のインターチェンジ、空港、主要な港湾、鉄道

の主要駅等を有する市町村 

⑤ 大規模な工業団地、流通団地等を有する市町村または施設名 

⑥ 市町村合併後の新市町村の名称として使用されていない旧市

町村名のうち、①から⑤に準ずるもので、かつ字名等として残

っているもの 

⑦ その他、著名な史跡、名勝地等 

 4) 一般地 
① 重要地、主要地以外の市町村 

② その他、沿道の著名な地名 

 5) 著名地点 

① 一団地として整備された工業団地や流通団地等 

② 公共施設（道路、公共交通施設を含む） 

③ 自然公園法で定められた自然公園 

④ 名勝や天然記念物、その他著名な海岸、山、湖沼等の地形 

⑤ 文化財に指定されている建造物 

⑥ 温泉 

 

 

 

案内標識は、行先地名や距離、路線番号、道路の名称、その他必要な地点や施設を表示し、交通を円滑かつ速やかに

目的地へ到達させることを目的とする。そのため、目標地及び標示距離の選定は、基本的に以下に留意するものとす

る。 

１． 路線案内に用いる地名等の選定は、「基準地」「重要地」「主要地」「一般地」に階層化し、その路線に応じた目標を 

選定する。 
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現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 (3)市町村合併に伴う目標地の取扱に関する以下の事項について、「案内標識の表示地名に関する基準（案）」を参照するこ

と 

 ①目標地のうち、重要地及び主要地を市町村合併に伴い変更する場合の考え方 

 ②市町村合併に伴い面積が大幅に増大した市町村における目標地の選定等の考え方 

 ③重要地及び主要地の変更手続き 

(4) 一般地（地名）と著名地点については、地名、施設等の特性によりさらにＡ・Ｂ・Ｃの３ランクに階層化し、道路の規

格に合致した適切な目的地を選定することも検討すること。 

以下に、北陸ブロック道路標識適正化委員会新潟県部会の事例を示す。 

 

表12.21 一般地（地名）、著名地点のランク分けの考え方 

項                目 
ラ          ン          ク 

Ａ Ｂ Ｃ 

案内対象道路の

考え方 

種類 

直轄国道 

補助国道 

主要地方道 

補助国道 

主要地方道 

一般県道 

一般県道 

幹線的な市町村道 

道路機能分類 
主要幹線 

幹線 

幹線 

補助幹線 
補助幹線 

一般地 

（地名） 
考え方 

広域的役割を持つ産業

活動や都市活動の拠点

地区 

地区名 

（近隣住区） 
町丁目字名 

著名地点 

考え方 
重要な交通施設 

観光施設 

都市内サービス施設 

主要な観光地等 

地区サービス施設

等 

施設等のサービス範囲 

地方 

県 

地方生活圏 

二次生活圏 

市町村 地区 

備  考 

① 運用について 

   Ａランク＝広域交通を誘導するに最も望ましい。 

   Ｂランク＝広域交通を誘導する目標地としての最低限度である。 

   Ｃランク＝広域交通の進入を抑制したい道路や、その他やむを得ない場合に用いる。 

② 一般地と著名地点が同ランクの場合、一般地を優先する。 

出典：北陸ブロック道路標識適正化委員会新潟県部会 

(3)市町村合併に伴う目標地の取扱に関する以下の事項について、「案内標識の表示地名に関する基準（案）」を参照するこ

と 

 ①目標地のうち、重要地及び主要地を市町村合併に伴い変更する場合の考え方 

 ②市町村合併に伴い面積が大幅に増大した市町村における目標地の選定等の考え方 

 ③重要地及び主要地の変更手続き 

(4) 一般地（地名）と著名地点については、地名、施設等の特性によりさらにＡ・Ｂ・Ｃの３ランクに階層化し、道路の規

格に合致した適切な目的地を選定することも検討すること。 

以下に、北陸ブロック道路標識適正化委員会新潟県部会の事例を示す。 

 

表12.22 一般地（地名）、著名地点のランク分けの考え方 

項                目 
ラ          ン          ク 

Ａ Ｂ Ｃ 

案内対象道路の

考え方 

種類 

直轄国道 

補助国道 

主要地方道 

補助国道 

主要地方道 

一般県道 

一般県道 

幹線的な市町村道 

道路機能分類 
主要幹線 

幹線 

幹線 

補助幹線 
補助幹線 

一般地 

（地名） 
考え方 

広域的役割を持つ産業

活動や都市活動の拠点

地区 

地区名 

（近隣住区） 
町丁目字名 

著名地点 

考え方 
重要な交通施設 

観光施設 

都市内サービス施設 

主要な観光地等 

地区サービス施設

等 

施設等のサービス範囲 

地方 

県 

地方生活圏 

二次生活圏 

市町村 地区 

備  考 

① 運用について 

   Ａランク＝広域交通を誘導するに最も望ましい。 

   Ｂランク＝広域交通を誘導する目標地としての最低限度である。 

   Ｃランク＝広域交通の進入を抑制したい道路や、その他やむを得ない場合に用いる。 

② 一般地と著名地点が同ランクの場合、一般地を優先する。 

出典：北陸ブロック道路標識適正化委員会新潟県部会 
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）
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け
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ブ
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路
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分
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内
の
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ン
ク
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ク
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Ｃ
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会
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す
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又
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又
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又
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や
美
術
館
、
歴
史
資
料
館
の
文
化
施
設
の
う
ち
、
入

り
込
み
客
数
が
年
間

50
万
人
以
上
の
施
設
 

博
物
館
や
美
術
館
、
歴
史
資
料
館
の
文
化
施
設
の
う
ち
、
入
り
込

み
客
数
が
年
間
５
～
50

万
人
の
施
設
 

左
記
以
外
の
文
化
施
設
 

医
療
福
祉
施
設
 

国
・
県
立
病
院
 

左
記
以
外
の
公
営
病
院
 

 

そ
の
他
 

広
域
的
な
ｻｰ
ﾋﾞ
ｽを

行
う
重
要
な
公
共
施
設
等
 

市
町
村
内
の
ｻｰ
ﾋﾞ
ｽを

行
う
公
共
施
設
等
 

左
記
以
外
の
公
共
施
設
 

自
然
公
園
 

国
立
公
園
、
国
定
公
園
、
県
立
自
然
公
園
 

 
 

地
形
 

著
名
な
海
岸
、
湖
沼
、
山
等
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数
が
年

間
50

万
人
以
上
の
地
形
 

著
名
な
海
岸
、
湖
沼
、
山
等
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数
が
年
間
 

５
～
50

万
人
の
地
形
 

著
名
な
海
岸
、
湖
沼
、
山
等
で
、
左
記
以
外
の
地
形
 

文
化
財
 

国
、
県
指
定
の
建
造
物
等
文
化
財
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数

が
年
間

50
万
人
以
上
の
施
設
 

国
、
県
指
定
の
建
造
物
等
文
化
財
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数
が
年

間
５
～
50

万
人
の
施
設
 

国
、
県
指
定
の
建
造
物
等
文
化
財
の
う
ち
、
左
記
以
外
の

施
設
 

温
泉
 

入
り
込
み
客
数
が
年
間

50
万
人
以
上
の
温
泉
 

入
り
込
み
客
数
が
年
間

5～
50

万
人
の
温
泉
 

左
記
以
外
の
温
泉
 

表
の
見
方
：
温
泉
（
Ａ
－
ｃ
）
と
地
名
（
Ｃ
－
ａ
）
⇒
温
泉
を
優
先
す
る
。（

大
文
字
の
ラ
ン
ク
を
優
先
す
る
。）

 

港
湾
（
Ａ
－
ｂ
）
と
都
市
公
園
（
Ａ
－
ｃ
）
⇒
港
湾
を
優
先
す
る
。（

大
文
字
が
同
ラ
ン
ク
の
場
合
、
小
文
字
ラ
ン
ク
で
判
断
す
る
。）

 

表
12
.2
3 

新
潟
県
に
お
け
る
一
般
地
（
地
名
）
と
著
名
地
点
の
ラ
ン
ク
分
け
基
準
（
出
典
：
案
内
標
識
整
備
マ
ニ
ュ
ア
ル
 
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
道
路
標
識
適
正
化
委
員
会
新
潟
県
部
会
）
 

種
 
類
 

分
 
類
 

分
類
内
の
ラ
ン
ク
 

分
類
別

の
 

ラ
ン
ク

Ａ
 

Ｂ
 

Ｃ
 

一
般
地
 

（
地
名
）
 

地
区
名
・
町
丁
字
名
 

行
政
、
社
会
経
済
、
観
光
等
に
つ
い
て
広
域
的
に
機
能
す
る

拠
点
地
区
 

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
地
区
 

た
だ
し
、
一
つ
の
一
次
生
活
圏
か
ら
一
つ
の
み
と
す
る
。
 

〇
都
市
部
＝
人
口
１
万
人
以
上
又
は
面
積

10
0h
a
以
上
の
地
区

（
近
隣
住
区
を
想
定
）
 

〇
地
方
部
＝
旧
町
村
名
又
は
一
次
生
活
圏
の
中
心
集
落
 

左
記
以
外
の
地
名
（
地
区
名
、
町
丁
字
名
）
 

ａ
 

著
名
地
点
 

工
業
団
地
等
 

事
業
主
体
が
国
、
県
又
は
国
、
県
関
連
機
関
の
工
業
団
地
、

流
通
団
地
 

事
業
主
体
が
市
町
村
又
は
市
町
村
関
連
機
関
の
工
業
団
地
 

 

ｂ
 

公 共 施 設
 

交 通 施 設
 

空
港
 

全
て
の
空
港
 

 
 

港
湾
 

特
定
重
要
港
湾
、
重
要
港
湾
 

フ
ェ
リ
ー
発
着
港
 

左
記
以
外
の
港
湾
 

鉄
道
駅
 

新
幹
線
駅
 

特
急
停
車
駅
 

左
記
以
外
の
駅
 

道
路
 

高
速
道
路
、
高
速
道
路

I.
C、

国
道

I.
C、

国
道
路
線
名
、
 

国
道
路
線
番
号
、
道
の
駅
 

主
要
な
観
光
道
路
等
（
国
道
を
除
く
）
 

著
名
な
橋
梁
等
の
道
路
構
造
物
 

官
公
庁
等
 

県
庁
 

市
役
所
、
町
村
役
場
、
官
公
庁
の
一
団
地
 

左
記
以
外
の
国
、
県
、
市
町
村
の
庁
舎
 

都
市
公
園
 

広
域
公
園
、
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
都
市
（
都
市
計
画
決
定
済
）
 

総
合
公
園
、
運
動
公
園
（
都
市
計
画
決
定
済
）
 

地
区
公
園
、
特
殊
公
園
（
都
市
計
画
決
定
済
）
 

ｃ
 

ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
施
設
 

森
林
公
園
、
い
こ
い
の
森
、
県
民
休
養
地
等
の
公
的
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ

ｮﾝ
施
設
で
、
入
り
込
み
客
数
が
年
間

50
万
人
以
上
の
施
設
 

森
林
公
園
、
い
こ
い
の
森
、
県
民
休
養
地
等
の
公
的
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
施

設
で
、
入
り
込
み
客
数
が
年
間

5～
50

万
人
の
施
設
 

森
林
公
園
、
い
こ
い
の
森
、
県
民
休
養
地
等
の
公
的
ﾚｸ
ﾘｴ

ｰｼ
ｮﾝ
施
設
で
、
左
記
以
外
の
施
設
 

運
動
施
設
 

国
・
県
の
施
設
又
は
市
町
村
の
施
設
で
県
大
会
規
模
以
上
の

競
技
会
場
と
し
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
施
設
 

市
町
村
の
施
設
で
、
公
式
の
競
技
場
と
し
て
使
用
さ
れ
る
施
設

左
記
以
外
の
運
動
施
設

文
化
施
設
 

博
物
館
や
美
術
館
、
歴
史
資
料
館
の
文
化
施
設
の
う
ち
、
入

り
込
み
客
数
が
年
間

50
万
人
以
上
の
施
設
 

博
物
館
や
美
術
館
、
歴
史
資
料
館
の
文
化
施
設
の
う
ち
、
入
り
込

み
客
数
が
年
間
５
～
50

万
人
の
施
設
 

左
記
以
外
の
文
化
施
設
 

医
療
福
祉
施
設
 

国
・
県
立
病
院
 

左
記
以
外
の
公
営
病
院
 

 

そ
の
他
 

広
域
的
な
ｻｰ
ﾋﾞ
ｽを

行
う
重
要
な
公
共
施
設
等
 

市
町
村
内
の
ｻｰ
ﾋﾞ
ｽを

行
う
公
共
施
設
等
 

左
記
以
外
の
公
共
施
設
 

自
然
公
園
 

国
立
公
園
、
国
定
公
園
、
県
立
自
然
公
園
 

 
 

地
形
 

著
名
な
海
岸
、
湖
沼
、
山
等
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数
が
年

間
50

万
人
以
上
の
地
形
 

著
名
な
海
岸
、
湖
沼
、
山
等
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数
が
年
間
 

５
～
50

万
人
の
地
形
 

著
名
な
海
岸
、
湖
沼
、
山
等
で
、
左
記
以
外
の
地
形
 

文
化
財
 

国
、
県
指
定
の
建
造
物
等
文
化
財
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数

が
年
間

50
万
人
以
上
の
施
設
 

国
、
県
指
定
の
建
造
物
等
文
化
財
の
う
ち
、
入
り
込
み
客
数
が
年

間
５
～
50

万
人
の
施
設
 

国
、
県
指
定
の
建
造
物
等
文
化
財
の
う
ち
、
左
記
以
外
の

施
設
 

温
泉
 

入
り
込
み
客
数
が
年
間

50
万
人
以
上
の
温
泉
 

入
り
込
み
客
数
が
年
間

5～
50

万
人
の
温
泉
 

左
記
以
外
の
温
泉
 

表
の
見
方
：
温
泉
（
Ａ
－
ｃ
）
と
地
名
（
Ｃ
－
ａ
）
⇒
温
泉
を
優
先
す
る
。（

大
文
字
の
ラ
ン
ク
を
優
先
す
る
。）

 

港
湾
（
Ａ
－
ｂ
）
と
都
市
公
園
（
Ａ
－
ｃ
）
⇒
港
湾
を
優
先
す
る
。（

大
文
字
が
同
ラ
ン
ク
の
場
合
、
小
文
字
ラ
ン
ク
で
判
断
す
る
。）
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現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

  [留意事項] 

① 「〇〇市街」の表示について 

 

② 一般県道、町村道における広域交通の案内 

 

   補助幹線道路である一般県道及び市町村道のなかには、大型車の通行が規制されている区間がある。 

このような区間では、車道幅員や歩道整備が不充分であることが多く、すれ違い等の際にドライバーに不安を与え

たり、歩行者等の安全性低下を招いたりする等、多量の広域交通（通過交通）を案内することが不適切な場合があ

る。 

   このため、案内表示する目的地については、必ずしもランクの高いものを選定せず、道路構造や沿道特性を十分に

勘案して適切な目標地を選定する必要がある。 

③ その他、主要観光地等の取り扱いについて 

 

 

 

・神社、仏閣等 

特定の宗教への案内を避けるため、宗教関連施設の案内は行わない。ただし、国県指定重要文化財の建造物であ

る場合は、著名地点のうち「文化財」として取り扱う。 

・スキー場 

特定の民間施設を案内することは案内標識の公共性を損なう恐れがある。したがって、スキー場の案内は原則と

して行わない。なお、公営のスキー場は、著名地点のうち「公共施設（レクリエーション施設）」として取り扱う。 

・海水浴場 

海水浴場の位置は、海岸や浜等の「地形」として案内する。 

道路の整備状況を考慮して目的地を選定する。 

本来、補助幹線道路である一般県道及び市町村道に、広域交通（通過交通）を案内する場合は、道路構造及び沿道

特性を十分に勘案して、その適性を判断する必要がある。 

 広域交通の案内が不適切な道路の場合、広域交通の流入防止に資する目標地を選定しなければならない。 

「〇〇市街」は漠然とした表現であり、また、この表示を多用する一方で地名、著名地点を表示しないことはむし

ろ不案内である。 

 よって、できるだけ地名、名地点を表示することが望ましいが、「〇〇市街」を表示して案内する場合は、できるだ

け規格が高く、かつ中心商業地にアクセスする道路に限定する。 

 [留意事項] 

① 「〇〇市街」の表示について 

 

② 一般県道、町村道における広域交通の案内 

 

   補助幹線道路である一般県道及び市町村道のなかには、大型車の通行が規制されている区間がある。 

このような区間では、車道幅員や歩道整備が不充分であることが多く、すれ違い等の際にドライバーに不安を与え

たり、歩行者等の安全性低下を招いたりする等、多量の広域交通（通過交通）を案内することが不適切な場合があ

る。 

   このため、案内表示する目的地については、必ずしもランクの高いものを選定せず、道路構造や沿道特性を十分に

勘案して適切な目標地を選定する必要がある。 

③ その他、主要観光地等の取り扱いについて 

 

 

「〇〇市街」は漠然とした表現であり、また、この表示を多用する一方で地名、著名地点を表示しないことはむし

ろ不案内である。 

 よって、できるだけ地名、名地点を表示することが望ましいが、「〇〇市街」を表示して案内する場合は、できるだ

け規格が高く、かつ中心商業地にアクセスする道路に限定する。 

道路の整備状況を考慮して目的地を選定する。 

本来、補助幹線道路である一般県道及び市町村道に、広域交通（通過交通）を案内する場合は、道路構造及び沿道

特性を十分に勘案して、その適性を判断する必要がある。 

 広域交通の案内が不適切な道路の場合、広域交通の流入防止に資する目標地を選定しなければならない。 

・神社、仏閣等 

特定の宗教への案内を避けるため、宗教関連施設の案内は行わない。ただし、国県指定重要文化財の建造物であ

る場合は、著名地点のうち「文化財」として取り扱う。 

・スキー場 

特定の民間施設を案内することは案内標識の公共性を損なう恐れがある。したがって、スキー場の案内は原則と

して行わない。なお、公営のスキー場は、著名地点のうち「公共施設（レクリエーション施設）」として取り扱う。 

・海水浴場 

海水浴場の位置は、海岸や浜等の「地形」として案内する。 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 



第 12 章 交通安全施設  設 計 要 領 ： 新 旧 対 比 表（改定原案） 頁 12-57 

現     行 改  定  案 
 
 
 
 

 

 

   

(4)「方面及び方向」等の色彩の特例 

 ①「入口の方向」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「出口」等の案内標識の矢印の色は白色

とされているが、行き先方面の案内を明確化し、交通の安全と円滑を図るため必要がある場合において、白色以外の色

を使用することができる。なお、矢印を白色以外の色彩とする場合においては、矢印の縁を白色とするなど色覚異常の

利用者等にも配慮の上、案内標識の視認性を損なわない色彩等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12.38 108系標識で行き先方面（国道8号と国道116号）を色彩で明確化した例 

 

(4)「方面及び方向」等の色彩の特例 

 ①「入口の方向」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「出口」等の案内標識の矢印の色は白色

とされているが、行き先方面の案内を明確化し、交通の安全と円滑を図るため必要がある場合において、白色以外の色

を使用することができる。なお、矢印を白色以外の色彩とする場合においては、矢印の縁を白色とするなど色覚異常の

利用者等にも配慮の上、案内標識の視認性を損なわない色彩等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12.39 108系標識で行き先方面（国道8号と国道116号）を色彩で明確化した例 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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現     行 改  定  案 
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12－10 地  点  標 

12－10－１  構造、規格及び色彩 

(1) 整備目的 

地点標（キロポスト）は、不慣れな道路での迷走運転等による交通事故を防止するため、道路案内標識を補完しつつ

車の現在位置を確認できるようなドライバーへの位置情報の提供、さらに事故発生地点を把握し、速やかな事故処理、

的確な交通事故調査、事故分析を行うことを目的とするものである。 

(2) 適用等 

今後の整備については、「新しい地点標  設置要領【改訂版】」に基づき行うものとするが、設置にあたっては本局主

務課と打合せの上決定する。 

(3) 設置上の留意事項 

地点標の設置にあたっては、歩行者や自転車等の通行の支障にならないよう注意して設置する。 

地点標の構造、規格及び色彩については「新しい地点標  設置要領【改訂版】」（平成７年）によるものとする。 

 

12－10 地  点  標 

12－10－１  構造、規格及び色彩 

(1) 整備目的 

地点標（キロポスト）は、不慣れな道路での迷走運転等による交通事故を防止するため、道路案内標識を補完しつつ

車の現在位置を確認できるようなドライバーへの位置情報の提供、さらに事故発生地点を把握し、速やかな事故処理、

的確な交通事故調査、事故分析を行うことを目的とするものである。 

(2) 適用等 

今後の整備については、「新しい地点標  設置要領【改訂版】」に基づき行うものとするが、設置にあたっては本局主

務課と打合せの上決定する。 

(3) 設置上の留意事項 

地点標の設置にあたっては、歩行者や自転車等の通行の支障にならないよう注意して設置する。 

地点標の構造、規格及び色彩については「新しい地点標  設置要領【改訂版】」（平成７年）によるものとする。 
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表12.27 新しい地点標設置要領要約表 

距離程の取り扱い 

・現行の距離程数値及び位置等そのまま使用する。ただし、ブレーキ区間長が特別大き

い区間については，補番による修正を行う。 

・バイパス整備済区間のバイパス部補番の前には「Ｂ」を付す。 

・バイパス部分供用中区間の地点標には「Ｂｐ」を付す。  

表 

示 

形 

式 

①ｷﾛﾒｰﾄﾙ標 

・標準：板型の横型   ・標準：三角支柱形式 

（横60cm×縦 20cm）  （横 15cm×縦 40cm×支柱高170cm）  

②100ｍ標 

・ 道路管理施設であり、適宜設置位置を検討しても構わない。 

・ シール式又はペイント式とする。  

表

示

内

容 

①ｷﾛﾒｰﾄﾙ標 ・ 表示は路線番号、起点からの距離程数値のみ表示する。（kmはいれない。） 

②100ｍ標 ・ 起点からの距離程数値のみ表示する。（kmはいれない。） 

色 

彩 

等 

①ｷﾛﾒｰﾄﾙ標 ・支柱外側：事務所で決定   ・表示面はプリズムレンズ型反射シート 

②100ｍ標 

・路線番号：ベ  ー  ス → 淡い赤    （ＲＥ―３ＭＢＴ）参考 

・距離表示：ルート番号 → 青        （ＢＬ―100ＢＬ）  〃 

          ：ベ  ー  ス → あさぎ色  （ＧＲ―005ＷＴ）  〃 

          ：文      字 → 青        （ＢＬ―100ＢＬ）  〃 

・付加情報：ベ  ー  ス → やまぶき色（ＯＲ―17ＬＴ）   〃 

         ：ベ  ー  ス → 淡い黄色  （ＹＬ―100ＬＹ）  〃 

標準設置場所 ・歩道有区間：歩車境界部の路上施設帯内   ・歩道無区間：保護路肩 

表12.28 新しい地点標設置要領要約表 

距離程の取り扱い 

・現行の距離程数値及び位置等そのまま使用する。ただし、ブレーキ区間長が特別大き

い区間については，補番による修正を行う。 

・バイパス整備済区間のバイパス部補番の前には「Ｂ」を付す。 

・バイパス部分供用中区間の地点標には「Ｂｐ」を付す。  

表 

示 

形 

式 

①ｷﾛﾒｰﾄﾙ標 

・標準：板型の横型   ・標準：三角支柱形式 

（横60cm×縦 20cm）  （横 15cm×縦 40cm×支柱高170cm）  

②100ｍ標 

・ 道路管理施設であり、適宜設置位置を検討しても構わない。 

・ シール式又はペイント式とする。  

表

示

内

容 

①ｷﾛﾒｰﾄﾙ標 ・ 表示は路線番号、起点からの距離程数値のみ表示する。（kmはいれない。） 

②100ｍ標 ・ 起点からの距離程数値のみ表示する。（kmはいれない。） 

色 

彩 

等 

①ｷﾛﾒｰﾄﾙ標 ・支柱外側：事務所で決定   ・表示面はプリズムレンズ型反射シート 

②100ｍ標 

・路線番号：ベ  ー  ス → 淡い赤    （ＲＥ―３ＭＢＴ）参考 

・距離表示：ルート番号 → 青        （ＢＬ―100ＢＬ）  〃 

          ：ベ  ー  ス → あさぎ色  （ＧＲ―005ＷＴ）  〃 

          ：文      字 → 青        （ＢＬ―100ＢＬ）  〃 

・付加情報：ベ  ー  ス → やまぶき色（ＯＲ―17ＬＴ）   〃 

         ：ベ  ー  ス → 淡い黄色  （ＹＬ―100ＬＹ）  〃 

標準設置場所 ・歩道有区間：歩車境界部の路上施設帯内   ・歩道無区間：保護路肩 
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12－15 逆走対策 

 

(1)逆走行為の背景 

これまで発生している逆走行為は、インターチェンジやジャンクションで多く発生しており、逆走した運転者の状態

は、飲酒や認知症の疑いなどの危険な運転者は15%程度で、故意または過失で逆走した場合が多い。 

(2)逆走対策の考え方と既往対策事例 

  「高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ」（平成28年 3月）では、今後の逆走対策として「過失」、「故

意」、「認知機能低下」といった逆走の原因と、「逆走を未然に防ぐ」、「逆走に気づかせる」、「逆走が発生しても事故に至

らせない」という対策の方向性の組み合わせで整理し、これをベースとして、道路側、運転者側、自動車側それぞれか

ら、ハード・ソフト面での重層的な対策を講じていくとされており、道路管理者としては、道路側の逆走対策に引き続

き取り組むとともに、自動車、車載機器及び路側機器の試行導入や本格導入に向けたフィールド提供などの協力を通じ

て、自動車側との連携を拡大するとされている。 

  道路側の逆走対策としては、以下の事例が示されており、対象道路の状況等に応じて適切に対策方法を選定する。 

表12.34 逆走対策の考え方 

逆走に至る原因 ①逆走を未然に防ぐ ②逆走に気づかせる 
③逆走が発生しても事故に至

らせない 

逆走の認識あり

（過失・故意） 

●過去に逆走が発生した箇所

であることの警告 

・警告標識等の設置 

●逆走に至りにくい構造 

・本線、ランプの合流部などで

のラバーポール設置 

●行動選択地点で間違いにく

い案内 

・分岐部等での行き先案内強

化（路面標示） 

●故意に逆走を開始する地点

でわかりやすい注意喚起 

・本線、ランプの合流部におけ

る大型矢印路面標示、高輝度矢

印板 

●誤進入地点でのわかりやす

い案内 

・SA・PA流入ランプやハーフダ

イヤモンド型 IC 出口、平面 Y

型 IC のランプ交差点箇所にお

ける大型矢印路面標示、高輝度

矢印板、大形進入禁止看板、右

折案内看板、カラー舗装等 

●誤進入地点での注意喚起 

・ランプ出口や合流部におけ

る逆走防止装置（センサー＋

音、光） 

●順走車に逆走車の存在を知

らせる 

・情報板など 

逆走の認識なし

等 

●高速道路の認識がない者の

進入抑制 

・料金所入口一般レーンにお

けるゲートバー設置 

 

 資料：「高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ」（平成28年 3月 国土交通省）より作成 

(3)一般道路における逆走対策について 

  一般道路においても、高速道路と同様に逆走行為の防止にも配慮した交通対策の検討が求められている。特に、広幅

員で中央帯に分離帯のある道路や高架の本線がある道路の側道など、運転者が相互通行か一定の方向のみにしか走行で

きないのか瞬時に判断することが困難な道路においては、公安委員会で交通規制を検討するほか、道路管理者としても

法定外表示等の設置について検討する。 

  なお、法定外表示等の設置に当たっては、運転者への混乱を避けるため、関係機関と十分調整して検討すること。 

１．自動車専用道、アクセスコントロールされた一般道路及び高速道路やこれらの道路と接続する道路においては、 
逆走対策を検討する。 

２．既往の対策を基本に道路側の対策を検討する。 
３．一般道路においても、逆走行為の可能性のある道路について、上記道路と同様の対策を検討する。 

12－15 逆走対策 

 

(1)逆走行為の背景 

これまで発生している逆走行為は、インターチェンジやジャンクションで多く発生しており、逆走した運転者の状態

は、飲酒や認知症の疑いなどの危険な運転者は15%程度で、故意または過失で逆走した場合が多い。 

(2)逆走対策の考え方と既往対策事例 

  「高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ」（平成28年 3月）では、今後の逆走対策として「過失」、「故

意」、「認知機能低下」といった逆走の原因と、「逆走を未然に防ぐ」、「逆走に気づかせる」、「逆走が発生しても事故に至

らせない」という対策の方向性の組み合わせで整理し、これをベースとして、道路側、運転者側、自動車側それぞれか

ら、ハード・ソフト面での重層的な対策を講じていくとされており、道路管理者としては、道路側の逆走対策に引き続

き取り組むとともに、自動車、車載機器及び路側機器の試行導入や本格導入に向けたフィールド提供などの協力を通じ

て、自動車側との連携を拡大するとされている。 

  道路側の逆走対策としては、以下の事例が示されており、対象道路の状況等に応じて適切に対策方法を選定する。 

表12.35 逆走対策の考え方 

逆走に至る原因 ①逆走を未然に防ぐ ②逆走に気づかせる 
③逆走が発生しても事故に至

らせない 

逆走の認識あり

（過失・故意） 

●過去に逆走が発生した箇所

であることの警告 

・警告標識等の設置 

●逆走に至りにくい構造 

・本線、ランプの合流部などで

のラバーポール設置 

●行動選択地点で間違いにく

い案内 

・分岐部等での行き先案内強

化（路面標示） 

●故意に逆走を開始する地点

でわかりやすい注意喚起 

・本線、ランプの合流部におけ

る大型矢印路面標示、高輝度矢

印板 

●誤進入地点でのわかりやす

い案内 

・SA・PA流入ランプやハーフダ

イヤモンド型 IC 出口、平面 Y

型 IC のランプ交差点箇所にお

ける大型矢印路面標示、高輝度

矢印板、大形進入禁止看板、右

折案内看板、カラー舗装等 

●誤進入地点での注意喚起 

・ランプ出口や合流部におけ

る逆走防止装置（センサー＋

音、光） 

●順走車に逆走車の存在を知

らせる 

・情報板など 

逆走の認識なし

等 

●高速道路の認識がない者の

進入抑制 

・料金所入口一般レーンにお

けるゲートバー設置 

 

 資料：「高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ」（平成28年 3月 国土交通省）より作成 

(3)一般道路における逆走対策について 

  一般道路においても、高速道路と同様に逆走行為の防止にも配慮した交通対策の検討が求められている。特に、広幅

員で中央帯に分離帯のある道路や高架の本線がある道路の側道など、運転者が相互通行か一定の方向のみにしか走行で

きないのか瞬時に判断することが困難な道路においては、公安委員会で交通規制を検討するほか、道路管理者としても

法定外表示等の設置について検討する。 

  なお、法定外表示等の設置に当たっては、運転者への混乱を避けるため、関係機関と十分調整して検討すること。 

１．自動車専用道、アクセスコントロールされた一般道路及び高速道路やこれらの道路と接続する道路においては、 
逆走対策を検討する。 

２．既往の対策を基本に道路側の対策を検討する。 
３．一般道路においても、逆走行為の可能性のある道路について、上記道路と同様の対策を検討する。 
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